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○
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
一
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
四

十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五

十
九
条
第
一
項
、
第
六
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
六
十
六
条
第
二
項
、
第
百
条
第
一
項
、
第
百
三
条
第
一

項
、
第
百
十
三
条
並
び
に
第
百
十
五
条
の
二
、
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
一
項
並
び
に
労
働
安
全
衛

生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
四
条
の
二
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
安
全
衛
生
規

則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之

労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
編

通
則

第
一
編

通
則

第
一
章
～
第
二
章
の
四

（
略
）

第
一
章
～
第
二
章
の
四

（
略
）

第
三
章

機
械
等
並
び
に
危
険
物
及
び
有
害
物
に
関
す
る
規
制

第
三
章

機
械
等
並
び
に
危
険
物
及
び
有
害
物
に
関
す
る
規
制

第
一
節

機
械
等
に
関
す
る
規
制
（
第
二
十
五
条
―
第
二
十
九
条
の
三

第
一
節

機
械
等
に
関
す
る
規
制
（
第
二
十
五
条
―
第
二
十
九
条
の
二

）

）

第
二
節

（
略
）

第
二
節

（
略
）

第
四
章
～
第
十
章

（
略
）

第
四
章
～
第
十
章

（
略
）

第
二
編
～
第
四
編

（
略
）

第
二
編
～
第
四
編

（
略
）

附
則

附
則

第
二
十
四
条
の
十
五

特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
（
化
学
物
質
、
化
学
物
質

第
二
十
四
条
の
十
五

特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
（
化
学
物
質
、
化
学
物
質

を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
労
働
者
に
対
す
る
危
険
又
は
健
康
障
害
を
生
ず

を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
労
働
者
に
対
す
る
危
険
又
は
健
康
障
害
を
生
ず

る
お
そ
れ
の
あ
る
物
で
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
法
第
五
十
七
条
の

る
お
そ
れ
の
あ
る
物
で
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
法
第
五
十
七
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
対
象
物
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及

二
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
対
象
物
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及

び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
特
定
危
険

び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
文
書
の
交

有
害
化
学
物
質
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る

付
又
は
相
手
方
の
事
業
者
が
承
諾
し
た
方
法
に
よ
り
特
定
危
険
有
害
化
学
物

者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。
）
を
、
文
書
若

質
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
あ
つ
て

し
く
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
の
交
付
、
フ
ァ

は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。
）
を
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供

ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
た
送
信
若
し
く
は
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
又
は
当
該
事

す
る
相
手
方
の
事
業
者
に
通
知
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
が
記
載
さ
れ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド
そ
の
他
の

こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
当
該
ア
ド
レ
ス
に
係
る
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
閲
覧
を
求
め
る
旨
の
伝
達
に
よ
り
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
相
手
方

の
事
業
者
に
通
知
し
、
当
該
相
手
方
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

２

特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
前
項
の

２

特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
前
項
の



規
定
に
よ
り
通
知
し
た
事
項
に
変
更
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
文
書

規
定
に
よ
り
通
知
し
た
事
項
に
変
更
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
文
書

若
し
く
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
の
交
付
、
フ

の
交
付
又
は
相
手
方
の
事
業
者
が
承
諾
し
た
方
法
に
よ
り
、
変
更
後
の
同
項

ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
た
送
信
若
し
く
は
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
又
は
当
該

各
号
の
事
項
を
、
速
や
か
に
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
し
た
相
手
方
の
事
業
者

事
項
が
記
載
さ
れ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド
そ
の
他

に
通
知
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
当
該
ア
ド
レ
ス
に
係
る
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
閲
覧
を
求
め
る
旨
の
伝
達
に
よ
り
、
変
更
後
の
同
項
各
号
の
事
項
を

、
速
や
か
に
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
し
た
相
手
方
の
事
業
者
に
通
知
し
、
当

該
相
手
方
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
型
式
検
定
を
受
け
る
べ
き
防
毒
マ
ス
ク
）

第
二
十
九
条
の
二

令
第
十
四
条
の
二
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
防

（
新
設
）

毒
マ
ス
ク
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

一
酸
化
炭
素
用
防
毒
マ
ス
ク

二

ア
ン
モ
ニ
ア
用
防
毒
マ
ス
ク

三

亜
硫
酸
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク

（
自
主
検
査
指
針
の
公
表
）

（
自
主
検
査
指
針
の
公
表
）

第
二
十
九
条
の
三

（
略
）

第
二
十
九
条
の
二

（
略
）

（
名
称
等
の
通
知
）

（
名
称
等
の
通
知
）

第
三
十
四
条
の
二
の
三

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労

第
三
十
四
条
の
二
の
三

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録

働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
交
付
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置

媒
体
の
交
付
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
た
送
信
若
し
く
は
電
子
メ
ー
ル

を
用
い
た
送
信
そ
の
他
の
方
法
で
あ
つ
て
、
そ
の
方
法
に
よ
り
通
知
す
る
こ

の
送
信
又
は
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次

と
に
つ
い
て
相
手
方
が
承
諾
し
た
も
の
と
す
る
。

元
コ
ー
ド
そ
の
他
の
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
当
該
ア
ド
レ
ス

に
係
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
閲
覧
を
求
め
る
旨
の
伝
達
と
す
る
。



様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第10号（第58条、第59条関係）

健康管理手帳
書 替

再交付
申請書

手 帳 の 種 類

ベンジジン等、じん肺、クロム酸等、砒素、コールタール、

ビス（クロロメチル）エーテル、ベリリウム、ベンゾトリ

クロリド、塩化ビニル、石綿、１・２―ジクロロプロパン、

オルト―トルイジン

（ ふ り が な ）

氏 名

性 別 男・女

生 年 月 日 （明治・大正・昭和・平成・令和） 年 月 日生

住 所

郵便番号

都道

府県

電話 ( )

書 替 え 又 は 再

交付申請の理由

労働安全衛生規則
第58条

第59条
の規定により、上記のとおり

書 替

再交付
を申請します。

年 月 日

申請者
氏名

住所

労働局長 殿

備考

１ 不要な文字は、抹消すること。

２ 書替え申請のときは、旧健康管理手帳及び記載事項の異同を証する書類

を、損傷による再交付の申請のときは、旧健康管理手帳を添付すること。

ひ



第
二
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
衛
生
委
員
会
の
付
議
事
項
）

（
衛
生
委
員
会
の
付
議
事
項
）

第
二
十
二
条

法
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
労
働
者
の
健
康
障
害
の
防
止
及

第
二
十
二
条

法
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
労
働
者
の
健
康
障
害
の
防
止
及

び
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
重
要
事
項
に
は
、
次
の
事
項
が
含
ま
れ
る
も

び
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
重
要
事
項
に
は
、
次
の
事
項
が
含
ま
れ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

第
五
百
七
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
講
ず
る
措
置
に
関
す

（
新
設
）

る
こ
と
。

十
二

（
略
）

十
一

（
略
）

第
二
十
四
条
の
十
五

（
略
）

第
二
十
四
条
の
十
五

（
略
）

２

特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
前
項
第

（
新
設
）

四
号
の
事
項
に
つ
い
て
、
直
近
の
確
認
を
行
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
以

内
ご
と
に
一
回
、
最
新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
変
更
を
行
う
必
要
性
の

有
無
を
確
認
し
、
変
更
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
確
認

を
し
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
当
該
事
項
に
変
更
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
第
一
項

２

特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
前
項
の

の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
事
項
に
変
更
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
文

規
定
に
よ
り
通
知
し
た
事
項
に
変
更
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
文
書

書
若
し
く
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
の
交
付
、

若
し
く
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
の
交
付
、
フ

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
た
送
信
若
し
く
は
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
又
は
当

ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
た
送
信
若
し
く
は
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
又
は
当
該

該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド
そ
の

事
項
が
記
載
さ
れ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド
そ
の
他

他
の
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
当
該
ア
ド
レ
ス
に
係
る
ホ
ー
ム

の
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
当
該
ア
ド
レ
ス
に
係
る
ホ
ー
ム
ペ

ペ
ー
ジ
の
閲
覧
を
求
め
る
旨
の
伝
達
に
よ
り
、
変
更
後
の
同
項
各
号
の
事
項

ー
ジ
の
閲
覧
を
求
め
る
旨
の
伝
達
に
よ
り
、
変
更
後
の
同
項
各
号
の
事
項
を

を
、
速
や
か
に
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
し
た
相
手
方
の
事
業
者
に
通
知
し
、

、
速
や
か
に
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
し
た
相
手
方
の
事
業
者
に
通
知
し
、
当

当
該
相
手
方
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

該
相
手
方
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条
の
二

事
業
者
は
、
令
第
十
七
条
に
規
定
す
る
物
又
は
令
第
十
八

（
新
設
）



条
各
号
に
掲
げ
る
物
を
容
器
に
入
れ
、
又
は
包
装
し
て
保
管
す
る
と
き
（
法

第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
が
さ
れ
た
容
器
又
は
包
装
に
よ
り

保
管
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
当
該
物
の
名
称
及
び
人
体
に
及
ぼ
す
作
用

に
つ
い
て
、
当
該
物
の
保
管
に
用
い
る
容
器
又
は
包
装
へ
の
表
示
、
文
書
の

交
付
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
物
を
取
り
扱
う
者
に
、
明
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
二
の
五

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二
の
五

（
略
）

２

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
通
知
対
象
物
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る

（
新
設
）

者
は
、
同
項
第
四
号
の
事
項
に
つ
い
て
、
直
近
の
確
認
を
行
つ
た
日
か
ら
起

算
し
て
五
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
最
新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
変
更
を

行
う
必
要
性
の
有
無
を
確
認
し
、
変
更
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
確
認
を
し
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
当
該
事
項
に
変
更
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
四
号

（
新
設
）

の
事
項
に
変
更
を
行
つ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
同
号
の
事
項
を
、
適
切
な
時

期
に
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
し
た
相
手
方
の
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
し

、
文
書
若
し
く
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
の
交

付
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
た
送
信
若
し
く
は
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
又

は
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド

そ
の
他
の
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
当
該
ア
ド
レ
ス
に
係
る
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
の
閲
覧
を
求
め
る
旨
の
伝
達
に
よ
り
、
変
更
後
の
当
該
事
項
を

、
当
該
相
手
方
の
事
業
者
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
時
期
等
）

（
調
査
対
象
物
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
の
実
施
時
期
等
）

第
三
十
四
条
の
二
の
七

法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性

第
三
十
四
条
の
二
の
七

法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性

等
の
調
査
（
主
と
し
て
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
製
品
に
係
る

等
の
調
査
（
主
と
し
て
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
製
品
に
係
る

も
の
を
除
く
。
以
下
「
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲

も
の
を
除
く
。
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
調
査
」
と
い
う
。
）
は

げ
る
時
期
に
行
う
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
時
期
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
令
第
十
八
条
各
号
に

一

令
第
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
物
及
び
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規

掲
げ
る
物
及
び
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
対
象
物
（

定
す
る
通
知
対
象
物
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
調
査
対
象
物



以
下
「
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
」
と
い
う
。
）
を
原
材
料
等
と
し

」
と
い
う
。
）
を
原
材
料
等
と
し
て
新
規
に
採
用
し
、
又
は
変
更
す
る
と

て
新
規
に
採
用
し
、
又
は
変
更
す
る
と
き
。

き
。

二

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
係

二

調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
係
る
作
業
の
方
法
又

る
作
業
の
方
法
又
は
手
順
を
新
規
に
採
用
し
、
又
は
変
更
す
る
と
き
。

は
手
順
を
新
規
に
採
用
し
、
又
は
変
更
す
る
と
き
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
に
よ

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
調
査
対
象
物
に
よ
る
危
険
性
又
は
有

る
危
険
性
又
は
有
害
性
等
に
つ
い
て
変
化
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ

害
性
等
に
つ
い
て
変
化
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

が
あ
る
と
き
。

２

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、

２

調
査
は
、
調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
ご
と
に
、
次
に

又
は
取
り
扱
う
業
務
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
（
リ
ス
ク
ア

掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
（
調
査
の
う
ち
危
険
性
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は

セ
ス
メ
ン
ト
の
う
ち
危
険
性
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
又
は
第
三

、
第
一
号
又
は
第
三
号
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
方
法

号
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
方
法
に
限
る
。
）
に
よ
り

に
限
る
。
）
に
よ
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
方
法
の
併
用
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば

、
又
は
こ
れ
ら
の
方
法
の
併
用
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一

当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
が
当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者

一

当
該
調
査
対
象
物
が
当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
し

に
危
険
を
及
ぼ
し
、
又
は
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
に
よ
り
当

、
又
は
当
該
調
査
対
象
物
に
よ
り
当
該
労
働
者
の
健
康
障
害
を
生
ず
る
お

該
労
働
者
の
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
程
度
及
び
当
該
危
険
又
は
健

そ
れ
の
程
度
及
び
当
該
危
険
又
は
健
康
障
害
の
程
度
を
考
慮
す
る
方
法

康
障
害
の
程
度
を
考
慮
す
る
方
法

二

当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
が
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物

二

当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
が
当
該
調
査
対
象
物
に
さ
ら
さ
れ
る
程

に
さ
ら
さ
れ
る
程
度
及
び
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
の
有
害
性

度
及
び
当
該
調
査
対
象
物
の
有
害
性
の
程
度
を
考
慮
す
る
方
法

の
程
度
を
考
慮
す
る
方
法

三

（
略
）

三

（
略
）

（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
等
の
記
録
及
び
保
存
並
び
に
周
知
）

（
調
査
の
結
果
等
の
周
知
）

第
三
十
四
条
の
二
の
八

事
業
者
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
つ
た
と
き

第
三
十
四
条
の
二
の
八

事
業
者
は
、
調
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
記
録
を
作
成
し
、
次
に
リ
ス
ク
ア
セ
ス

事
項
を
、
前
条
第
二
項
の
調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に

メ
ン
ト
を
行
う
ま
で
の
期
間
（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
つ
た
日
か
ら
起

従
事
す
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

算
し
て
三
年
以
内
に
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
に
つ
い
て
リ
ス
ク

ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
つ
た
と
き
は
、
三
年
間
）
保
存
す
る
と
と
も
に
、
当
該

事
項
を
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務

に
従
事
す
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
の
名
称

一

当
該
調
査
対
象
物
の
名
称

二

（
略
）

二

（
略
）



三

当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果

三

当
該
調
査
の
結
果

四

当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
に
基
づ
き
事
業
者
が
講
ず
る
労
働

四

当
該
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
事
業
者
が
講
ず
る
労
働
者
の
危
険
又
は
健

者
の
危
険
又
は
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
の
内
容

康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
の
内
容

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
各
作

一

当
該
調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
各
作
業
場
の
見
や
す
い

業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
常
時
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と
。

場
所
に
常
時
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と
。

二

書
面
を
、
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り

二

書
面
を
、
当
該
調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事

扱
う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

す
る
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
か
つ

三

磁
気
テ
ー
プ
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
物
に
記
録
し

、
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
各
作

、
か
つ
、
当
該
調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
各
作
業
場
に
、

業
場
に
、
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱

当
該
調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者

う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機

が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を
設
置
す
る
こ
と
。

器
を
設
置
す
る
こ
と
。

（
疾
病
の
報
告
）

第
九
十
七
条
の
二

事
業
者
は
、
化
学
物
質
又
は
化
学
物
質
を
含
有
す
る
製
剤

（
新
設
）

を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
を
行
う
事
業
場
に
お
い
て
、
一
年
以
内
に

二
人
以
上
の
労
働
者
が
同
種
の
が
ん
に
罹
患
し
た
こ
と
を
把
握
し
た
と
き
は

、
当
該
罹
患
が
業
務
に
起
因
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
遅
滞
な
く
、
医
師

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
医
師
が
、
同
項
の
罹
患
が
業
務
に
起
因
す
る
も
の
と

疑
わ
れ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

が
ん
に
罹
患
し
た
労
働
者
が
当
該
事
業
場
で
従
事
し
た
業
務
に
お
い
て

製
造
し
、
又
は
取
り
扱
つ
た
化
学
物
質
の
名
称
（
化
学
物
質
を
含
有
す
る

製
剤
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
剤
が
含
有
す
る
化
学
物
質
の
名
称
）

二

が
ん
に
罹
患
し
た
労
働
者
が
当
該
事
業
場
に
お
い
て
従
事
し
て
い
た
業

務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
に
従
事
し
て
い
た
期
間

三

が
ん
に
罹
患
し
た
労
働
者
の
年
齢
及
び
性
別



（
ば
く
露
の
程
度
の
低
減
等
）

第
五
百
七
十
七
条
の
二

事
業
者
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造

（
新
設
）

し
、
又
は
取
り
扱
う
事
業
場
に
お
い
て
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
等

に
基
づ
き
、
労
働
者
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
代
替
物
の
使
用
、
発

散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
全
体
換
気
装
置
の
設
置
及
び

稼
働
、
作
業
の
方
法
の
改
善
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と

等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
に

労
働
者
が
ば
く
露
さ
れ
る
程
度
を
最
小
限
度
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
、
関
係
労
働
者

の
意
見
を
聴
く
た
め
の
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
三
号
に
つ
い
て
は
、
が
ん
原
性
が
あ

る
物
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
以
下
「
が
ん
原
性
物
質
」
と

い
う
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
限
る
。

）
に
つ
い
て
、
一
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
記
録
を
作

成
し
、
当
該
記
録
を
三
年
間
（
第
二
号
（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
が

が
ん
原
性
物
質
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
三
号
に
つ
い
て
は
、
三
十

年
間
）
保
存
す
る
と
と
も
に
、
第
一
号
及
び
第
四
号
の
事
項
に
つ
い
て
、
リ

ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す
る

労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
の
状
況

二

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従

事
す
る
労
働
者
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
の
ば
く
露
の
状
況

三

労
働
者
の
氏
名
、
従
事
し
た
作
業
の
概
要
及
び
当
該
作
業
に
従
事
し
た

期
間
並
び
に
が
ん
原
性
物
質
に
よ
り
著
し
く
汚
染
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
た

と
き
は
そ
の
概
要
及
び
事
業
者
が
講
じ
た
応
急
の
措
置
の
概
要

四

前
項
の
規
定
に
よ
る
関
係
労
働
者
の
意
見
の
聴
取
状
況

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
各
作

業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
常
時
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と
。

二

書
面
を
、
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り



扱
う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
か
つ

、
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
各
作

業
場
に
、
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱

う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機

器
を
設
置
す
る
こ
と
。

第
五
百
七
十
七
条
の
三

事
業
者
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
以
外
の

（
新
設
）

化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
事
業
場
に
お
い
て
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス

メ
ン
ト
対
象
物
以
外
の
化
学
物
質
に
係
る
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
の

結
果
等
に
基
づ
き
、
労
働
者
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
代
替
物
の
使

用
、
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
全
体
換
気
装
置
の
設

置
及
び
稼
働
、
作
業
の
方
法
の
改
善
、
有
効
な
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と

等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
が
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト

対
象
物
以
外
の
化
学
物
質
に
ば
く
露
さ
れ
る
程
度
を
最
小
限
度
に
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
皮
膚
障
害
等
防
止
用
の
保
護
具
）

（
皮
膚
障
害
等
防
止
用
の
保
護
具
）

第
五
百
九
十
四
条

事
業
者
は
、
皮
膚
若
し
く
は
眼
に
障
害
を
与
え
る
物
を
取

第
五
百
九
十
四
条

事
業
者
は
、
皮
膚
に
障
害
を
与
え
る
物
を
取
り
扱
う
業
務

り
扱
う
業
務
又
は
有
害
物
が
皮
膚
か
ら
吸
収
さ
れ
、
若
し
く
は
侵
入
し
て
、

又
は
有
害
物
が
皮
膚
か
ら
吸
収
さ
れ
、
若
し
く
は
侵
入
し
て
、
健
康
障
害
若

健
康
障
害
若
し
く
は
感
染
を
お
こ
す
お
そ
れ
の
あ
る
業
務
に
お
い
て
は
、
当

し
く
は
感
染
を
お
こ
す
お
そ
れ
の
あ
る
業
務
に
お
い
て
は
、
当
該
業
務
に
従

該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
た
め
に
、
塗
布
剤
、
不
浸
透
性

事
す
る
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
た
め
に
、
塗
布
剤
、
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、

の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
、
履
物
又
は
保
護
眼
鏡
等
適
切
な
保
護
具
を
備
え
な

保
護
手
袋
又
は
履
物
等
適
切
な
保
護
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

２

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
塗
布
剤
、
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
、
履
物

当
該
請
負
人
に
対
し
、
塗
布
剤
、
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
又
は
履

又
は
保
護
眼
鏡
等
適
切
な
保
護
具
に
つ
い
て
、
備
え
て
お
く
こ
と
等
に
よ
り

物
等
適
切
な
保
護
具
に
つ
い
て
、
備
え
て
お
く
こ
と
等
に
よ
り
こ
れ
ら
を
使

こ
れ
ら
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

第
五
百
九
十
四
条
の
二

事
業
者
は
、
化
学
物
質
又
は
化
学
物
質
を
含
有
す
る

（
新
設
）



製
剤
（
皮
膚
若
し
く
は
眼
に
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
又
は
皮
膚
か
ら
吸
収
さ

れ
、
若
し
く
は
皮
膚
に
侵
入
し
て
、
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ

と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
（
法
及

び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
業
務
及
び
こ
れ
ら
の
物
を
密
閉
し
て
製
造
し
、
又
は
取
り
扱

う
業
務
を
除
く
。
）
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
保

護
衣
、
保
護
手
袋
、
履
物
又
は
保
護
眼
鏡
等
適
切
な
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
同
項
の
保
護
具
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
使
用
す
る
必

要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
具
の
数
等
）

（
保
護
具
の
数
等
）

第
五
百
九
十
六
条

事
業
者
は
、
第
五
百
九
十
三
条
第
一
項
、
第
五
百
九
十
四

第
五
百
九
十
六
条

事
業
者
は
、
前
三
条
に
規
定
す
る
保
護
具
に
つ
い
て
は
、

条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
護
具
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
就

同
時
に
就
業
す
る
労
働
者
の
人
数
と
同
数
以
上
を
備
え
、
常
時
有
効
か
つ
清

業
す
る
労
働
者
の
人
数
と
同
数
以
上
を
備
え
、
常
時
有
効
か
つ
清
潔
に
保
持

潔
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
労
働
者
の
使
用
義
務
）

（
労
働
者
の
使
用
義
務
）

第
五
百
九
十
七
条

第
五
百
九
十
三
条
第
一
項
、
第
五
百
九
十
四
条
第
一
項
及

第
五
百
九
十
七
条

第
五
百
九
十
三
条
か
ら
第
五
百
九
十
五
条
ま
で
に
規
定
す

び
第
五
百
九
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
事

る
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
事
業
者
か
ら
当
該
業
務
に
必
要
な
保
護
具

業
者
か
ら
当
該
業
務
に
必
要
な
保
護
具
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
当

の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

該
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。



第
三
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
編

通
則

第
一
編

通
則

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

安
全
衛
生
管
理
体
制

第
二
章

安
全
衛
生
管
理
体
制

第
一
節
～
第
三
節
の
二

（
略
）

第
一
節
～
第
三
節
の
二

（
略
）

第
三
節
の
三

化
学
物
質
管
理
者
及
び
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
（
第

（
新
設
）

十
二
条
の
五
・
第
十
二
条
の
六
）

第
四
節
～
第
八
節
の
二

（
略
）

第
四
節
～
第
八
節
の
二

（
略
）

第
二
章
の
二
～
第
十
章

（
略
）

第
二
章
の
二
～
第
十
章

（
略
）

第
二
編
～
第
四
編

（
略
）

第
二
編
～
第
四
編

（
略
）

附
則

附
則

第
三
節
の
三

化
学
物
質
管
理
者
及
び
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者

（
新
設
）

（
化
学
物
質
管
理
者
が
管
理
す
る
事
項
等
）

第
十
二
条
の
五

事
業
者
は
、
法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
危
険
性
又
は
有

（
新
設
）

害
性
等
の
調
査
（
主
と
し
て
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
製
品
に

係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
令
第
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
物
及
び
法
第
五
十
七
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
対
象
物
（
以
下
「
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物

」
と
い
う
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
事
業
場
ご
と
に
、
化
学
物
質
管

理
者
を
選
任
し
、
そ
の
者
に
当
該
事
業
場
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
化
学
物
質

の
管
理
に
係
る
技
術
的
事
項
を
管
理
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
（
表
示
す
る
事
項
及
び
標
章
に

関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交
付
及
び

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
通
知
す
る
事
項
に
関
す

る
こ
と
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
表
示
等
」
と
い
う
。
）
並



び
に
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
表
示
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
教
育
管
理
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
事
業
場
以
外
の
事
業
場
（

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
他
の
事
業
場
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
行
つ
て
い

る
場
合
に
お
い
て
は
、
表
示
等
及
び
教
育
管
理
に
係
る
技
術
的
事
項
に
つ
い

て
は
、
他
の
事
業
場
に
お
い
て
選
任
し
た
化
学
物
質
管
理
者
に
管
理
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
文
書
及
び
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
関
す

る
こ
と
。

二

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

三

第
五
百
七
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
措
置
そ
の
他
法
第
五
十

七
条
の
三
第
二
項
の
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

四

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
原
因
と
す
る
労
働
災
害
が
発
生
し
た

場
合
の
対
応
に
関
す
る
こ
と
。

五

第
三
十
四
条
の
二
の
八
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ

ン
ト
の
結
果
の
記
録
の
作
成
及
び
保
存
並
び
に
そ
の
周
知
に
関
す
る
こ
と

。
六

第
五
百
七
十
七
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成
及
び
保

存
並
び
に
そ
の
周
知
に
関
す
る
こ
と
。

七

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
事
項
の
管
理
を
実
施
す
る
に
当
た
つ
て
の

労
働
者
に
対
す
る
必
要
な
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

２

事
業
者
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
の
譲
渡
又
は
提
供
を
行
う
事

業
場
（
前
項
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う

事
業
場
を
除
く
。
）
ご
と
に
、
化
学
物
質
管
理
者
を
選
任
し
、
そ
の
者
に
当

該
事
業
場
に
お
け
る
表
示
等
及
び
教
育
管
理
に
係
る
技
術
的
事
項
を
管
理
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
表
示
等
及
び
教
育
管
理
を
、
当
該
事
業

場
以
外
の
事
業
場
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
他
の
事
業
場
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
行
つ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
表
示
等
及
び
教
育
管
理
に
係
る

技
術
的
事
項
に
つ
い
て
は
、
他
の
事
業
場
に
お
い
て
選
任
し
た
化
学
物
質
管

理
者
に
管
理
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
化
学
物
質
管
理
者
の
選
任
は
、
次
に
定
め
る
と
こ



ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

化
学
物
質
管
理
者
を
選
任
す
べ
き
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
十
四
日
以

内
に
選
任
す
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
事
業
場
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
掲
げ
る
者
の
う
ち

か
ら
選
任
す
る
こ
と
。

イ

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
て
い
る
事
業
場

厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
化
学
物
質
の
管
理
に
関
す
る
講
習
を
修
了
し
た
者
又

は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

ロ

イ
に
掲
げ
る
事
業
場
以
外
の
事
業
場

イ
に
定
め
る
者
の
ほ
か
、
第

一
項
各
号
の
事
項
を
担
当
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め

ら
れ
る
者

４

事
業
者
は
、
化
学
物
質
管
理
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
当
該
化
学
物
質
管

理
者
に
対
し
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
な
し
得
る
権
限
を
与
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５

事
業
者
は
、
化
学
物
質
管
理
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
当
該
化
学
物
質
管

理
者
の
氏
名
を
事
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
こ
と
等
に
よ
り
関
係

労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
の
選
任
等
）

第
十
二
条
の
六

化
学
物
質
管
理
者
を
選
任
し
た
事
業
者
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス

（
新
設
）

メ
ン
ト
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
と
し
て
、
労
働
者
に
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る

と
き
は
、
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
を
選
任
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
管
理

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
護
具
の
適
正
な
選
択
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
者
の
保
護
具
の
適
正
な
使
用
に
関
す
る
こ
と
。

三

保
護
具
の
保
守
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
の
選
任
は
、
次
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
を
選
任
す
べ
き
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
十

四
日
以
内
に
選
任
す
る
こ
と
。

二

保
護
具
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち



か
ら
選
任
す
る
こ
と
。

３

事
業
者
は
、
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
当
該
保
護

具
着
用
管
理
責
任
者
に
対
し
、
第
一
項
に
掲
げ
る
業
務
を
な
し
得
る
権
限
を

与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
者
は
、
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
当
該
保
護

具
着
用
管
理
責
任
者
の
氏
名
を
事
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
こ
と

等
に
よ
り
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
衛
生
委
員
会
の
付
議
事
項
）

（
衛
生
委
員
会
の
付
議
事
項
）

第
二
十
二
条

法
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
労
働
者
の
健
康
障
害
の
防
止
及

第
二
十
二
条

法
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
労
働
者
の
健
康
障
害
の
防
止
及

び
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
重
要
事
項
に
は
、
次
の
事
項
が
含
ま
れ
る
も

び
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
重
要
事
項
に
は
、
次
の
事
項
が
含
ま
れ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

第
五
百
七
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ

十
一

第
五
百
七
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
講
ず
る
措
置
に
関
す

り
講
ず
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
医
師

る
こ
と
。

又
は
歯
科
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

第
二
十
四
条
の
十
五

特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
（
化
学
物
質
、
化
学
物
質

第
二
十
四
条
の
十
五

特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
（
化
学
物
質
、
化
学
物
質

を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
労
働
者
に
対
す
る
危
険
又
は
健
康
障
害
を
生
ず

を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
労
働
者
に
対
す
る
危
険
又
は
健
康
障
害
を
生
ず

る
お
そ
れ
の
あ
る
物
で
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
法
第
五
十
七
条
の

る
お
そ
れ
の
あ
る
物
で
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
法
第
五
十
七
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
対
象
物
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及

二
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
対
象
物
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及

び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
特
定
危
険

び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
特
定
危
険

有
害
化
学
物
質
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る

有
害
化
学
物
質
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る

者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。
）
を
、
文
書
若

者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。
）
を
、
文
書
若

し
く
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
の
交
付
、
フ
ァ

し
く
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
の
交
付
、
フ
ァ

ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
た
送
信
若
し
く
は
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
又
は
当
該
事

ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
た
送
信
若
し
く
は
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
又
は
当
該
事

項
が
記
載
さ
れ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド
そ
の
他
の

項
が
記
載
さ
れ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド
そ
の
他
の

こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
当
該
ア
ド
レ
ス
に
係
る
ホ
ー
ム
ペ
ー

こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
当
該
ア
ド
レ
ス
に
係
る
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
閲
覧
を
求
め
る
旨
の
伝
達
に
よ
り
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
相
手
方

ジ
の
閲
覧
を
求
め
る
旨
の
伝
達
に
よ
り
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
相
手
方

の
事
業
者
に
通
知
し
、
当
該
相
手
方
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

の
事
業
者
に
通
知
し
、
当
該
相
手
方
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば



な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

想
定
さ
れ
る
用
途
及
び
当
該
用
途
に
お
け
る
使
用
上
の
注
意

（
新
設
）

十
一
・
十
二

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二
の
四

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
七
号
の
厚
生
労
働
省

第
三
十
四
条
の
二
の
四

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
七
号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

想
定
さ
れ
る
用
途
及
び
当
該
用
途
に
お
け
る
使
用
上
の
注
意

（
新
設
）

五
・
六

（
略
）

四
・
五

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二
の
六

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
事
項
の
う
ち

第
三
十
四
条
の
二
の
六

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
事
項
の
う
ち

、
成
分
の
含
有
量
に
つ
い
て
は
、
令
別
表
第
三
第
一
号
１
か
ら
７
ま
で
に
掲

、
成
分
の
含
有
量
に
つ
い
て
は
、
令
別
表
第
三
第
一
号
１
か
ら
７
ま
で
に
掲

げ
る
物
及
び
令
別
表
第
九
に
掲
げ
る
物
ご
と
に
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
を
通
知
し

げ
る
物
及
び
令
別
表
第
九
に
掲
げ
る
物
ご
と
に
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
を
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
の
通
知
は
、

十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
数
値
と
当
該
端
数
を
切
り
上
げ

た
数
値
と
の
範
囲
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
時
期
等
）

（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
時
期
等
）

第
三
十
四
条
の
二
の
七

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
、
次
に
掲
げ
る
時
期
に
行

第
三
十
四
条
の
二
の
七

法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性

う
も
の
と
す
る
。

等
の
調
査
（
主
と
し
て
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
製
品
に
係
る

も
の
を
除
く
。
以
下
「
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲

げ
る
時
期
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
原
材
料
等
と
し
て
新
規
に
採
用
し
、

一

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
令
第
十
八
条
各
号
に

又
は
変
更
す
る
と
き
。

掲
げ
る
物
及
び
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
対
象
物
（

以
下
「
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
」
と
い
う
。
）
を
原
材
料
等
と
し

て
新
規
に
採
用
し
、
又
は
変
更
す
る
と
き
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）



（
改
善
の
指
示
等
）

第
三
十
四
条
の
二
の
十

労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
化
学
物
質
に
よ
る
労
働
災

（
新
設
）

害
が
発
生
し
た
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
事
業
場
の
事
業
者
に
対
し
、
当

該
事
業
場
に
お
い
て
化
学
物
質
の
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な
い
疑
い
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
業
場
に
お
け
る
化
学
物
質
の
管
理
の
状
況

に
つ
い
て
改
善
す
べ
き
旨
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
指
示
を
受
け
た
事
業
者
は
、
遅
滞
な
く
、
事
業
場
に
お
け
る
化
学

物
質
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
と
し
て
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
化
学
物
質
管
理
専
門
家

」
と
い
う
。
）
か
ら
、
当
該
事
業
場
に
お
け
る
化
学
物
質
の
管
理
の
状
況
に

つ
い
て
の
確
認
及
び
当
該
事
業
場
が
実
施
し
得
る
望
ま
し
い
改
善
措
置
に
関

す
る
助
言
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
確
認
及
び
助
言
を
求
め
ら
れ
た
化
学
物
質
管
理
専
門
家
は
、
同
項

の
事
業
者
に
対
し
、
当
該
事
業
場
に
お
け
る
化
学
物
質
の
管
理
の
状
況
に
つ

い
て
の
確
認
結
果
及
び
当
該
事
業
場
が
実
施
し
得
る
望
ま
し
い
改
善
措
置
に

関
す
る
助
言
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
、
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４

事
業
者
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
後
、
一
月
以
内
に
、
当
該
通
知
の
内

容
を
踏
ま
え
た
改
善
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
計
画
を
作
成
す
る
と
と
も
に

、
当
該
計
画
作
成
後
、
速
や
か
に
、
当
該
計
画
に
従
い
必
要
な
改
善
措
置
を

実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

事
業
者
は
、
前
項
の
計
画
を
作
成
後
、
遅
滞
な
く
、
当
該
計
画
の
内
容
に

つ
い
て
、
第
三
項
の
通
知
及
び
前
項
の
計
画
の
写
し
を
添
え
て
、
改
善
計
画

報
告
書
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

事
業
者
は
、
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
し
た
改
善
措
置
の
記
録
を
作

成
し
、
当
該
記
録
に
つ
い
て
、
第
三
項
の
通
知
及
び
第
四
項
の
計
画
と
と
も

に
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
雇
入
れ
時
等
の
教
育
）

（
雇
入
れ
時
等
の
教
育
）

第
三
十
五
条

事
業
者
は
、
労
働
者
を
雇
い
入
れ
、
又
は
労
働
者
の
作
業
内
容

第
三
十
五
条

事
業
者
は
、
労
働
者
を
雇
い
入
れ
、
又
は
労
働
者
の
作
業
内
容



を
変
更
し
た
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
次
の
事
項
の
う

を
変
更
し
た
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
次
の
事
項
の
う

ち
当
該
労
働
者
が
従
事
す
る
業
務
に
関
す
る
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
必
要
な

ち
当
該
労
働
者
が
従
事
す
る
業
務
に
関
す
る
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
必
要
な

事
項
に
つ
い
て
、
教
育
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
項
に
つ
い
て
、
教
育
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
令
第
二
条

第
三
号
に
掲
げ
る
業
種
の
事
業
場
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
か
ら
第

四
号
ま
で
の
事
項
に
つ
い
て
の
教
育
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
ば
く
露
の
程
度
の
低
減
等
）

（
ば
く
露
の
程
度
の
低
減
等
）

第
五
百
七
十
七
条
の
二

（
略
）

第
五
百
七
十
七
条
の
二

（
略
）

２

事
業
者
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
の
う
ち
、
一
定
程
度
の
ば
く

（
新
設
）

露
に
抑
え
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
に
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い

物
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務

（
主
と
し
て
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
製
品
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
を
行
う
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者

が
こ
れ
ら
の
物
に
ば
く
露
さ
れ
る
程
度
を
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
濃
度

の
基
準
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う

（
新
設
）

業
務
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
健

康
診
断
の
ほ
か
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
に
係
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ

ン
ト
の
結
果
に
基
づ
き
、
関
係
労
働
者
の
意
見
を
聴
き
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
必
要
と
認
め
る
項
目
に
つ
い
て
、
医

師
又
は
歯
科
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
者
は
、
第
二
項
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
が
、
同
項
の
厚
生
労
働

（
新
設
）

大
臣
が
定
め
る
濃
度
の
基
準
を
超
え
て
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
に
ば

く
露
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
医

師
又
は
歯
科
医
師
が
必
要
と
認
め
る
項
目
に
つ
い
て
、
医
師
又
は
歯
科
医
師

に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

事
業
者
は
、
前
二
項
の
健
康
診
断
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
リ
ス
ク
ア

（
新
設
）

セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た
と
き
は
、
リ
ス
ク

ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
の
結
果
に
基
づ
き
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン



ト
対
象
物
健
康
診
断
個
人
票
（
様
式
第
二
十
四
号
の
二
）
を
作
成
し
、
こ
れ

を
五
年
間
（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
に
係
る
リ
ス
ク
ア
セ

ス
メ
ン
ト
対
象
物
が
が
ん
原
性
が
あ
る
物
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

も
の
（
以
下
「
が
ん
原
性
物
質
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
は
、
三
十
年
間

）
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

事
業
者
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
の
結
果
（
リ
ス
ク

（
新
設
）

ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
の
項
目
に
異
常
の
所
見
が
あ
る
と
診
断
さ

れ
た
労
働
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
き
、
当
該
労
働
者
の
健
康
を

保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

医
師
又
は
歯
科
医
師
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
三
月
以

内
に
行
う
こ
と
。

二

聴
取
し
た
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
意
見
を
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象

物
健
康
診
断
個
人
票
に
記
載
す
る
こ
と
。

７

事
業
者
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
か
ら
、
前
項
の
意
見
聴
取
を
行
う
上
で

（
新
設
）

必
要
と
な
る
労
働
者
の
業
務
に
関
す
る
情
報
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や

か
に
、
こ
れ
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

事
業
者
は
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
意
見
を
勘
案

（
新
設
）

し
、
そ
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
の
実
情
を
考
慮
し

て
、
就
業
場
所
の
変
更
、
作
業
の
転
換
、
労
働
時
間
の
短
縮
等
の
措
置
を
講

ず
る
ほ
か
、
作
業
環
境
測
定
の
実
施
、
施
設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
、

衛
生
委
員
会
又
は
安
全
衛
生
委
員
会
へ
の
当
該
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
意
見

の
報
告
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

事
業
者
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
を
受
け
た
労
働
者

（
新
設
）

に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
の
結
果
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者
は
、
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置

２

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
、
関
係
労
働
者

10
に
つ
い
て
、
関
係
労
働
者
の
意
見
を
聴
く
た
め
の
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な

の
意
見
を
聴
く
た
め
の
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
三
号
に
つ
い
て
は
、
が
ん
原
性
物
質

３

事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
三
号
に
つ
い
て
は
、
が
ん
原
性
が
あ

11
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
限
る
。
）
に
つ
い

る
物
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
以
下
「
が
ん
原
性
物
質
」
と



て
、
一
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
記
録
を
作
成
し
、
当

い
う
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
限
る
。

該
記
録
を
三
年
間
（
第
二
号
（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
が
が
ん
原
性

）
に
つ
い
て
、
一
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
記
録
を
作

物
質
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
三
号
に
つ
い
て
は
、
三
十
年
間
）
保

成
し
、
当
該
記
録
を
三
年
間
（
第
二
号
（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
が

存
す
る
と
と
も
に
、
第
一
号
及
び
第
四
号
の
事
項
に
つ
い
て
、
リ
ス
ク
ア
セ

が
ん
原
性
物
質
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
三
号
に
つ
い
て
は
、
三
十

ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に

年
間
）
保
存
す
る
と
と
も
に
、
第
一
号
及
び
第
四
号
の
事
項
に
つ
い
て
、
リ

周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す
る

労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
の
状
況

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
の
状
況

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
略
）

４

（
略
）

12第
五
百
九
十
四
条
の
二

事
業
者
は
、
化
学
物
質
又
は
化
学
物
質
を
含
有
す
る

（
新
設
）

製
剤
（
皮
膚
若
し
く
は
眼
に
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
又
は
皮
膚
か
ら
吸
収
さ

れ
、
若
し
く
は
皮
膚
に
侵
入
し
て
、
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。
以
下
「
皮
膚
等
障
害
化
学
物
質
等
」
と
い
う

。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
（
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規

定
に
よ
り
労
働
者
に
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
及
び
皮

膚
等
障
害
化
学
物
質
等
を
密
閉
し
て
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
を
除
く

。
）
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋

、
履
物
又
は
保
護
眼
鏡
等
適
切
な
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
２

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
同
項
の
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
百
九
十
四
条
の
三

事
業
者
は
、
化
学
物
質
又
は
化
学
物
質
を
含
有
す
る

第
五
百
九
十
四
条
の
二

事
業
者
は
、
化
学
物
質
又
は
化
学
物
質
を
含
有
す
る

製
剤
（
皮
膚
等
障
害
化
学
物
質
等
及
び
皮
膚
若
し
く
は
眼
に
障
害
を
与
え
る

製
剤
（
皮
膚
若
し
く
は
眼
に
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
又
は
皮
膚
か
ら
吸
収
さ

お
そ
れ
又
は
皮
膚
か
ら
吸
収
さ
れ
、
若
し
く
は
皮
膚
に
侵
入
し
て
、
健
康
障

れ
、
若
し
く
は
皮
膚
に
侵
入
し
て
、
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ

害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。
）
を
製
造
し

と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
（
法
及

、
又
は
取
り
扱
う
業
務
（
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
労
働

び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け

者
に
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
及
び
こ
れ
ら
の
物
を
密

れ
ば
な
ら
な
い
業
務
及
び
こ
れ
ら
の
物
を
密
閉
し
て
製
造
し
、
又
は
は
取
り



閉
し
て
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
を
除
く
。
）
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ

扱
う
業
務
を
除
く
。
）
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に

る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
保
護
衣
、
保
護
手
袋
、
履
物
又
は
保
護
眼
鏡
等

保
護
衣
、
保
護
手
袋
、
履
物
又
は
保
護
眼
鏡
等
適
切
な
保
護
具
を
使
用
さ
せ

適
切
な
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
保
護
具
の
数
等
）

（
保
護
具
の
数
等
）

第
五
百
九
十
六
条

事
業
者
は
、
第
五
百
九
十
三
条
第
一
項
、
第
五
百
九
十
四

第
五
百
九
十
六
条

事
業
者
は
、
第
五
百
九
十
三
条
第
一
項
、
第
五
百
九
十
四

条
第
一
項
、
第
五
百
九
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る

条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
護
具
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
就

保
護
具
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
就
業
す
る
労
働
者
の
人
数
と
同
数
以
上
を
備

業
す
る
労
働
者
の
人
数
と
同
数
以
上
を
備
え
、
常
時
有
効
か
つ
清
潔
に
保
持

え
、
常
時
有
効
か
つ
清
潔
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
労
働
者
の
使
用
義
務
）

（
労
働
者
の
使
用
義
務
）

第
五
百
九
十
七
条

第
五
百
九
十
三
条
第
一
項
、
第
五
百
九
十
四
条
第
一
項
、

第
五
百
九
十
七
条

第
五
百
九
十
三
条
第
一
項
、
第
五
百
九
十
四
条
第
一
項
及

第
五
百
九
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
百
九
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

び
第
五
百
九
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
事

業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
事
業
者
か
ら
当
該
業
務
に
必
要
な
保
護
具
の

業
者
か
ら
当
該
業
務
に
必
要
な
保
護
具
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
当

使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

該
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。



様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第４号（第 34条の２の 10関係）

改善計画報告書

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地 郵便番号（ ）

電話 （ ）

所轄労働基準監督署長から改善指示を受けた日 年 月 日

化学物質管理専門家から通知を受けた日 年 月 日

改 善 計 画 の 作 成 日 年 月 日

通知を行つた化学物質

管理専門家

所属事業場名

氏 名

備 考 欄

年 月 日

事業者職氏名

労働基準監督署長殿

備考

１ 通知を行つた化学物質管理専門家が、労働安全衛生規則第 34 条の２の 10 第２項に規定す

る事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者であることを証す

る書面の写しを添付すること。

２ 化学物質管理専門家が作成した労働安全衛生規則第 34 条の２の 10 第３項に規定する確認

結果及び改善措置に係る助言の通知の写しを添付すること。

３ 労働安全衛生規則第 34条の２の 10 第４項に規定する改善計画の写しを添付すること。



様
式
第
二
十
四
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



様式第24号の２（第577条の２関係）(表面)

リスクアセスメント対象物健康診断個人票

氏 名
生 年 月 日

年

月 日
雇入年月日

年

月 日

性 別 男・女

製造し、又は取り扱うリスクアセ

スメント対象物の名称

医

師

又

は

歯

科

医

師

に

よ

る

健

康

診

断

健 康 診 断 実 施 者 医師 ・ 歯科医師

健 診 年 月 日
年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

健 診 の 種 別 （第 項）（第 項）（第 項）（第 項）

医
師
又
は
歯
科
医
師
が
必
要
と
認
め
る
項
目

医 師 又 は 歯 科 医 師 の 診 断

健康診断を実施した医師
又 は 歯 科 医 師 の 氏 名

医師又は歯科医師の意見

意見を述べた医師又は

歯科医師の氏名

備 考



様式第24号の２（第577条の２関係）(裏面)

[備考]

１ 記載すべき事項のない欄又は記入枠は、空欄のままとすること。

２ 「健康診断実施者」の欄中、「医師」又は「歯科医師」のうち、該当しない文字を抹

消すること。

３ 「健診の種別」の欄の「（第 項）」内には、労働安全衛生規則第577条の２第３項の

健康診断（リスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要がある

と認めるときに行う健康診断）を実施した場合は「３」を、同条第４項の健康診断（厚

生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそ

れがあるときに行う健康診断）を実施した場合は「４」を記入すること。

４ 「医師又は歯科医師が必要と認める項目」の欄は、リスクアセスメント対象物ごとに

医師又は歯科医師が必要と判断した検診又は検査等の名称及び結果を記入すること。

５ 「医師又は歯科医師の診断」の欄は、異常なし、要精密検査、要治療等の医師又は歯

科医師の診断を記入すること。

６ 「医師又は歯科医師の意見」の欄は、健康診断の結果、異常の所見があると診断され

た場合に、就業上の措置について医師又は歯科医師の意見を記入すること。



（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
二
条
の
三
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
二
条
の
二
）

第
二
章
～
第
十
章

（
略
）

第
二
章
～
第
十
章

（
略
）

附
則

附
則

（
適
用
の
除
外
）

（
適
用
の
除
外
）

第
二
条
の
二

こ
の
省
令
は
、
事
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

第
二
条
の
二

こ
の
省
令
は
、
事
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
は
、
当
該
業
務
に
つ
い
て
は
、
適
用
し

業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
は
、
当
該
業
務
に
つ
い
て
は
、
適
用
し

な
い
。
た
だ
し
、
令
別
表
第
三
第
二
号

の

、

の

、

の

、

の

な
い
。
た
だ
し
、
令
別
表
第
三
第
二
号

の

、

の

、

の

、

の

11

2

18

2

18

3

19

11

2

18

2

18

3

19

、

の

、

の

か
ら

の

ま
で
若
し
く
は

の

に
掲
げ
る
物
又

、

の

、

の

か
ら

の

ま
で
若
し
く
は

の

に
掲
げ
る
物
又

3

19

4

22

2

22

4

23

2

3

19

4

22

2

22

4

23

2

は
別
表
第
一
第
十
一
号
の
二
、
第
十
八
号
の
二
、
第
十
八
号
の
三
、
第
十
九

は
別
表
第
一
第
十
一
号
の
二
、
第
十
八
号
の
二
、
第
十
八
号
の
三
、
第
十
九

号
の
三
、
第
十
九
号
の
四
、
第
二
十
二
号
の
二
か
ら
第
二
十
二
号
の
四
ま
で

号
の
三
、
第
十
九
号
の
四
、
第
二
十
二
号
の
二
か
ら
第
二
十
二
号
の
四
ま
で

、
第
二
十
三
号
の
二
若
し
く
は
第
三
十
七
号
（
令
別
表
第
三
第
二
号

の

、
第
二
十
三
号
の
二
若
し
く
は
第
三
十
七
号
（
令
別
表
第
三
第
二
号

の

11

2

11

2

、

の

、

の

、

の

又
は

の

か
ら

の

ま
で
に
掲
げ
る
物

、

の

、

の

、

の

又
は

の

か
ら

の

ま
で
に
掲
げ
る
物

18

2

18

3

19

3

22

2

22

4

18

2

18

3

19

3

22

2

22

4

を
含
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業

を
含
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業

務
に
係
る
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

務
に
係
る
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

の
限
り
で
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
特
別
有
機
溶
剤
業
務
」
と
い
う
。
）
以
外

一

次
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
特
別
有
機
溶
剤
業
務
」
と
い
う
。
）
以
外

の
特
別
有
機
溶
剤
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務

の
特
別
有
機
溶
剤
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務

イ

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
有
機
溶
剤
業
務
（
特
別
有
機
溶
剤
等
（
令
別
表
第

イ

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
有
機
溶
剤
業
務
（
特
別
有
機
溶
剤
等
（
令
別
表
第

三
第
二
号

の
２
、

の
２
か
ら

の
４
ま
で
、

の
３
、

の
２
か

三
第
二
号

の
２
、

の
２
か
ら

の
４
ま
で
、

の
３
、

の
２
か

11

18

18

19

22

11

18

18

19

22

ら

の
５
ま
で
又
は

の
２
に
掲
げ
る
物
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
製

ら

の
５
ま
で
又
は

の
２
に
掲
げ
る
物
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
製

22

33

22

33

剤
そ
の
他
の
物
（
以
下
「
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。

剤
そ
の
他
の
物
（
以
下
「
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。

）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
の
う
ち
、
屋
内
作
業
場
等
（
屋
内

）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
の
う
ち
、
屋
内
作
業
場
等
（
屋
内

作
業
場
及
び
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

作
業
場
及
び
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

三
十
六
号
。
以
下
「
有
機
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
各
号
に
掲

三
十
六
号
。
以
下
「
有
機
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
各
号
に
掲

げ
る
場
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
十
九
条
第
七
項
第
二
号
に

げ
る
場
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
十
九
条
第
六
項
第
二
号
に



お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
う
次
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。
）

お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
う
次
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

（１）

（12）

（１）

（12）

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

第
二
条
の
三

こ
の
省
令
（
第
二
十
二
条
、
第
二
十
二
条
の
二
、
第
三
十
八
条

（
新
設
）

の
八
（
有
機
則
第
七
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
八

条
の
十
三
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
三
十
八
条
の
十
四
、
第
三
十
八
条

の
二
十
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
六
章
並
び
に
第
七
章
の

規
定
を
除
く
。
）
は
、
事
業
場
が
次
の
各
号
（
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三

号
の
業
務
に
労
働
者
が
常
時
従
事
し
て
い
な
い
事
業
場
に
つ
い
て
は
、
第
四

号
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
と
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府

県
労
働
局
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
い

う
。
）
が
認
定
し
た
と
き
は
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
に
掲
げ
る
物
（
令

別
表
第
三
第
一
号
３
、
６
又
は
７
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。
）
を
製
造
し
、
又

は
取
り
扱
う
作
業
又
は
業
務
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
省
令
が
適
用
さ

れ
な
い
業
務
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

事
業
場
に
お
け
る
化
学
物
質
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能

を
有
す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
第
五
号
に
お
い
て

「
化
学
物
質
管
理
専
門
家
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
場
に
専

属
の
者
が
配
置
さ
れ
、
当
該
者
が
当
該
事
業
場
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事

項
を
管
理
し
て
い
る
こ
と
。

イ

特
定
化
学
物
質
に
係
る
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働

省
令
第
三
十
二
号
）
第
三
十
四
条
の
二
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
リ
ス

ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

イ
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
そ
の
他
当
該
事

業
場
に
お
け
る
特
定
化
学
物
質
に
よ
る
労
働
者
の
健
康
障
害
を
予
防
す

る
た
め
必
要
な
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

二

過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
に
お
い
て
特
定
化
学
物
質
に
よ
る
労
働
者

が
死
亡
す
る
労
働
災
害
又
は
休
業
の
日
数
が
四
日
以
上
の
労
働
災
害
が
発

生
し
て
い
な
い
こ
と
。



三

過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
の
作
業
場
所
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
第
三
十

六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
が
全
て
第
一
管
理
区
分
に

区
分
さ
れ
た
こ
と
。

四

過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
の
労
働
者
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
第
三
十
九

条
第
一
項
の
健
康
診
断
の
結
果
、
新
た
に
特
定
化
学
物
質
に
よ
る
異
常
所

見
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
が
発
見
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
。

五

過
去
三
年
間
に
一
回
以
上
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
四
条
の
二
の

八
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
化
学
物
質
管

理
専
門
家
（
当
該
事
業
場
に
属
さ
な
い
者
に
限
る
。
）
に
よ
る
評
価
を
受

け
、
当
該
評
価
の
結
果
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
特
定
化
学
物
質
に
よ
る

労
働
者
の
健
康
障
害
を
予
防
す
る
た
め
必
要
な
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ

て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

六

過
去
三
年
間
に
事
業
者
が
当
該
事
業
場
に
つ
い
て
労
働
安
全
衛
生
法
（

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
て
い
な
い

こ
と
。

２

前
項
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受

け
よ
う
と
す
る
事
業
場
の
事
業
者
は
、
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
適
用

除
外
認
定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
よ
り
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
場
が

同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
で
き

る
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に

お
い
て
、
認
定
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
書
を
提
出
し
た
事
業
者
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

認
定
は
、
三
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過

に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

５

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

６

認
定
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
場
が
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き



は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
認
定
を
受
け
た
事
業
者
が
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

認
定
に
係
る
事
業
場
が
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
適

合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
。

二

不
正
の
手
段
に
よ
り
認
定
又
は
そ
の
更
新
を
受
け
た
と
き
。

三

特
定
化
学
物
質
に
係
る
法
第
二
十
二
条
及
び
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項

の
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。

８

前
三
項
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
号
中
「
過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
の
作
業
場
所
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
第

三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
が
全
て
第
一
管
理
区
分

に
区
分
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
過
去
三
年
間
の
当
該
事
業
場
の
作
業
場

所
に
係
る
作
業
環
境
が
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
第
一
管
理
区
分
に
相
当

す
る
水
準
に
あ
る
」
と
す
る
。

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
特
定
化
学
物

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
特
定
化
学
物

質
障
害
予
防
規
則
一
部
適
用
除
外
認
定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
に
作

質
障
害
予
防
規
則
一
部
適
用
除
外
認
定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
作
業
場

業
場
の
見
取
図
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

の
見
取
図
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
ら
な
い
。

な
い
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

第
六
条
の
三

事
業
者
は
、
第
四
条
第
三
項
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か

第
六
条
の
三

事
業
者
は
、
第
四
条
第
三
項
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
発
散
防
止
抑
制
措
置
を
講
じ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
発
散
防

か
わ
ら
ず
、
発
散
防
止
抑
制
措
置
を
講
じ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
発
散
防

止
抑
制
措
置
に
係
る
作
業
場
の
第
二
類
物
質
の
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
の

止
抑
制
措
置
に
係
る
作
業
場
の
第
二
類
物
質
の
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
の

濃
度
の
測
定
（
当
該
作
業
場
の
通
常
の
状
態
に
お
い
て
、
法
第
六
十
五
条
第

濃
度
の
測
定
（
当
該
作
業
場
の
通
常
の
状
態
に
お
い
て
、
労
働
安
全
衛
生
法

二
項
及
び
作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
二
十
号

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
五
条
第
二
項
及
び
作
業
環
境
測
定
法
施

）
第
三
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
第
三
条
の
規
定
に
準
じ
て
行

て
同
じ
。
）
の
結
果
を
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
評
価
し

わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
結
果
を
第
三
十

た
結
果
、
第
一
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
と
き
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署

六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
評
価
し
た
結
果
、
第
一
管
理
区
分
に
区



長
の
許
可
を
受
け
て
、
当
該
発
散
防
止
抑
制
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、

分
さ
れ
た
と
き
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
を
受
け
て
、
当
該
発

第
二
類
物
質
の
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局

散
防
止
抑
制
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
第
二
類
物
質
の
ガ
ス
、
蒸
気
又

所
排
気
装
置
及
び
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る

は
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
及
び
プ
ッ
シ
ュ
プ

。

ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
発
散
防
止
抑
制
措
置
特
例

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
発
散
防
止
抑
制
措
置
特
例

実
施
許
可
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
三
）
に
申
請
に
係
る
発
散
防
止
抑
制
措

実
施
許
可
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
に
申
請
に
係
る
発
散
防
止
抑
制
措

置
に
関
す
る
次
の
書
類
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な

置
に
関
す
る
次
の
書
類
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
略
）

（
特
別
有
機
溶
剤
等
に
係
る
措
置
）

（
特
別
有
機
溶
剤
等
に
係
る
措
置
）

第
三
十
八
条
の
八

事
業
者
が
特
別
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る

第
三
十
八
条
の
八

事
業
者
が
特
別
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る

場
合
に
は
、
有
機
則
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
、
第
四
章
（
第
十
九
条
及
び

場
合
に
は
、
有
機
則
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
、
第
四
章
（
第
十
九
条
及
び

第
十
九
条
の
二
を
除
く
。
）
及
び
第
七
章
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

第
十
九
条
の
二
を
除
く
。
）
及
び
第
七
章
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
機
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
機
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

第
一

条
第

一

（
略
）

（
略
）

第

一
条

第
一

（
略
）

（
略
）

項
第
四
号
ハ

項
第
四
号
ハ

第

四
条

の
二

第
二
十
八
条
第
一
項

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
一
項

の
業
務
（
第
二
条
第

昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十

一
項
の
規
定
に
よ
り

九
号
）
第
二
条
の
二
第
一
号
に
掲

、
第
二
章
、
第
三
章

げ
る
業
務

、
第
四
章
中
第
十
九

条
、
第
十
九
条
の
二

及
び
第
二
十
四
条
か

ら
第
二
十
六
条
ま
で

、
第
七
章
並
び
に
第

九
章
の
規
定
が
適
用



さ
れ
な
い
業
務
を
除

く
。
）

（
略
）

（
略
）

（
健
康
診
断
の
実
施
）

（
健
康
診
断
の
実
施
）

第
三
十
九
条

（
略
）

第
三
十
九
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
の
業
務
（
令
第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
物
（
同
項
第
四
号

（
新
設
）

に
掲
げ
る
物
及
び
同
項
第
九
号
に
掲
げ
る
物
で
同
項
第
四
号
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
及
び
特
別
管
理
物
質
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
行
わ
れ
る
場
所

に
つ
い
て
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
が
行
わ
れ
、
か
つ

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
業
務
に
係
る
直
近
の

連
続
し
た
三
回
の
第
一
項
の
健
康
診
断
（
当
該
健
康
診
断
の
結
果
に
基
づ
き

、
前
項
の
健
康
診
断
を
実
施
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
健
康
診
断
）

の
結
果
、
新
た
に
当
該
業
務
に
係
る
特
定
化
学
物
質
に
よ
る
異
常
所
見
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
業
務
に
係
る
第
一
項

の
健
康
診
断
に
係
る
別
表
第
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
中
欄
中

「
六
月
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
年
」
と
す
る
。

一

当
該
業
務
を
行
う
場
所
に
つ
い
て
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
評
価
の
結
果
、
直
近
の
評
価
を
含
め
て
連
続
し
て
三
回
、
第
一
管

理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
（
第
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
場

所
に
つ
い
て
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
は

、
過
去
一
年
六
月
の
間
、
当
該
場
所
の
作
業
環
境
が
同
項
の
第
一
管
理
区

分
に
相
当
す
る
水
準
に
あ
る
）
こ
と
。

二

当
該
業
務
に
つ
い
て
、
直
近
の
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
健
康
診
断
の

実
施
後
に
作
業
方
法
を
変
更
（
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
し
て
い
な
い
こ

と
。

５
～
７

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
特
定
有
機
溶
剤
混
合
物
に
係
る
健
康
診
断
）

（
特
定
有
機
溶
剤
混
合
物
に
係
る
健
康
診
断
）

第
四
十
一
条
の
二

特
定
有
機
溶
剤
混
合
物
に
係
る
業
務
（
第
三
十
八
条
の
八

第
四
十
一
条
の
二

特
定
有
機
溶
剤
混
合
物
に
係
る
業
務
（
第
三
十
八
条
の
八



に
お
い
て
準
用
す
る
有
機
則
第
三
条
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
同
項
の
業
務

に
お
い
て
準
用
す
る
有
機
則
第
三
条
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
同
項
の
業
務

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
有
機
則
第
二
十
九
条
（
第
一
項
、
第
三
項
、
第

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
有
機
則
第
二
十
九
条
（
第
一
項
、
第
三
項
及
び

四
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
か
ら
第
三
十
条
の
三
ま
で
及
び
第
三
十
一
条

第
四
項
を
除
く
。
）
か
ら
第
三
十
条
の
三
ま
で
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
を

の
規
定
を
準
用
す
る
。

準
用
す
る
。

第
五
十
一
条

（
略
）

第
五
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
八
十
条
か
ら
第
八
十
二
条
の
二
ま
で
及
び
前
二
項

３

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
八
十

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任

条
か
ら
第
八
十
二
条
の
二
ま
で
及
び
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定

者
技
能
講
習
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
の
実
施
に
つ
い
て

。

必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。



様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
一
号
の
二
を
そ
れ
ぞ
れ
様
式
第
一
号
の
二
及
び
様
式
第
一
号
の
三
と
し
、
附
則
の
次
に

次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



様式第１号（第２条の３関係）

特定化学物質障害予防規則適用除外認定申請書（新規認定・更新）

事 業 の 種 類

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

郵便番号（ ）

電話 （ )

申請に係る特定化学物質の名称

申請に係る特定化学物質を製造

し、又は取り扱う作業又は業務に

常時従事する労働者の人数

年 月 日

事業者職氏名

都道府県労働局長 殿

備考

１ 表題の「新規認定」又は「更新」のうち該当しない文字は、抹消すること。

２ 適用除外の新規認定又は更新を受けようとする事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に

提出すること。なお、更新の場合は、過去に適用除外の認定を受けたことを証する書面の写しを添

付すること。

３ 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。

４ 次に掲げる書面を添付すること。

①事業場に配置されている化学物質管理専門家が、特定化学物質障害予防規則第２条の３第１項

第１号に規定する事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者であ

ることを証する書面の写し

②上記①の者が当該事業場に専属であることを証する書面の写し（当該書面がない場合には、当

該事実についての申立書）

③特定化学物質障害予防規則第２条の３第１項第３号及び第４号に該当することを証する書面

④特定化学物質障害予防規則第２条の３第１項第５号の化学物質管理専門家による評価結果を証

する書面

５ ４④の書面は、当該評価を実施した化学物質管理専門家が、特定化学物質障害予防規則第２条

の３第１項第１号に規定する事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有す

る者であることを証する書面の写しを併せて添付すること。

６ ４④の書面は、評価を実施した化学物質管理専門家が、当該事業場に所属しないことを証する

書面の写し（当該書面がない場合には、当該事実についての申立書）を併せて添付すること。

７ この申請書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。



第
五
条

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

第
三
十
六
条
の
三

（
略
）

第
三
十
六
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保

護
具
を
使
用
さ
せ
る
ほ
か
、
健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
の
保

護
具
を
使
用
さ
せ
る
ほ
か
、
健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
の
保

持
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に

持
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
評
価
の
記
録
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
及
び
前
項
の
規

よ
る
評
価
の
記
録
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
及
び
前
項
の
規

定
に
基
づ
く
評
価
の
結
果
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働

定
に
基
づ
く
評
価
の
結
果
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働

者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
か
つ

三

磁
気
テ
ー
プ
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
物
に
記
録
し

、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を

、
か
つ
、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る

設
置
す
る
こ
と
。

機
器
を
設
置
す
る
こ
と
。

４

（
略
）

４

（
略
）

第
三
十
六
条
の
三
の
二

事
業
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結

（
新
設
）

果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置

を
講
じ
て
い
な
い
こ
と
又
は
当
該
措
置
を
講
じ
た
後
同
条
第
二
項
の
評
価
を

行
つ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
な
つ

て
い
な
い
も
の
を
含
み
、
第
五
項
各
号
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
を
除
く

。
）
に
つ
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
事
業
場
に

お
け
る
作
業
環
境
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る

者
（
当
該
事
業
場
に
属
さ
な
い
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
作
業

環
境
管
理
専
門
家
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
場
所
に
つ
い
て
、
施
設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
、
作
業
工
程

又
は
作
業
方
法
の
改
善
そ
の
他
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ



と
の
可
否

二

当
該
場
所
に
つ
い
て
、
前
号
に
お
い
て
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理

区
分
と
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
に
お
け
る
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
の
内
容

２

事
業
者
は
、
前
項
の
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
、
同

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
第
一
管
理
区
分
又
は
第

二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
判
断
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
、
当
該
場

所
に
つ
い
て
、
同
項
第
二
号
の
事
項
を
踏
ま
え
、
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二

管
理
区
分
と
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
効
果
を

確
認
す
る
た
め
、
同
項
の
場
所
に
つ
い
て
当
該
特
定
化
学
物
質
の
濃
度
を
測

定
し
、
及
び
そ
の
結
果
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
、

前
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
合
又

は
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
当
該
場
所
を
第

一
管
理
区
分
若
し
く
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
困
難
と
判
断
し
た
場

合
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
場
所
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
労

働
者
の
身
体
に
装
着
す
る
試
料
採
取
器
等
を
用
い
て
行
う
測
定
そ
の
他
の

方
法
に
よ
る
測
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定

等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
特
定
化
学
物
質
の
濃
度
を
測
定
し
、
厚
生
労

働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
、
労
働
者
に
有

効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
（
当
該
場
所
に
お
い
て
作
業
の

一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な

呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
呼

吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。
）
。
た

だ
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
（
当
該
測
定
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合

（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
当
該
場
所
を

第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
困
難
と
判
断
し
た
場

合
に
限
る
。
）
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
）
を
個
人
サ
ン
プ

リ
ン
グ
測
定
等
に
よ
り
実
施
し
た
場
合
は
、
当
該
測
定
を
も
つ
て
、
こ
の



号
に
お
け
る
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

前
号
の
呼
吸
用
保
護
具
（
面
体
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て

、
当
該
呼
吸
用
保
護
具
が
適
切
に
装
着
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
厚
生
労
働
大

臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年

間
保
存
す
る
こ
と
。

三

保
護
具
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち

か
ら
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
を
選
任
し
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
る
こ
と

。イ

前
二
号
及
び
次
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
に
関
す

る
事
項
（
呼
吸
用
保
護
具
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。
）
を
管
理
す
る
こ

と
。

ロ

特
定
化
学
物
質
作
業
主
任
者
の
職
務
（
呼
吸
用
保
護
具
に
関
す
る
事

項
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

ハ

第
一
号
及
び
次
項
第
二
号
の
呼
吸
用
保
護
具
を
常
時
有
効
か
つ
清
潔

に
保
持
す
る
こ
と
。

四

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
作
業
環
境
管
理
専
門
家
の
意
見
の
概
要
、
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
及
び
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
評
価
の
結

果
を
、
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働
者

に
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

５

事
業
者
は
、
前
項
の
措
置
を
講
ず
べ
き
場
所
に
つ
い
て
、
第
一
管
理
区
分

又
は
第
二
管
理
区
分
と
評
価
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
に
よ

り
特
定
化
学
物
質
の
濃
度
を
測
定
し
、
前
項
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用

さ
せ
る
こ
と
。

二

前
号
の
呼
吸
用
保
護
具
（
面
体
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
さ

せ
る
と
き
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
当
該
呼
吸
用
保
護
具

が
適
切
に
装
着
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
項
第
二
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り

確
認
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

三

当
該
場
所
に
お
い
て
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に



あ
つ
て
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
第
一
号
の
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す

る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

６

事
業
者
は
、
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
（
同
号
た
だ
し
書
の
測

定
を
含
む
。
）
又
は
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
と
き
は
、

そ
の
都
度
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

測
定
日
時

二

測
定
方
法

三

測
定
箇
所

四

測
定
条
件

五

測
定
結
果

六

測
定
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

七

測
定
結
果
に
応
じ
た
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
た
と
き
は
、

当
該
呼
吸
用
保
護
具
の
概
要

７

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
測
定
の
記
録
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

８

事
業
者
は
、
第
四
項
の
措
置
を
講
ず
べ
き
場
所
に
係
る
前
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
評
価
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の

事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

評
価
日
時

二

評
価
箇
所

三

評
価
結
果

四

評
価
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

９

第
三
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
評
価
の
記
録
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

第
三
十
六
条
の
三
の
三

事
業
者
は
、
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講

（
新
設
）

じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
第
三
管
理
区
分
措
置
状
況
届
（
様
式
第
一
号
の

四
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条
の
四

（
略
）

第
三
十
六
条
の
四

（
略
）



２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
者
は
、
同
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
者
は
、
同
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、

第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
記
録
及
び
前
項
の
規
定
に

第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
記
録
及
び
前
項
の
規
定
に

基
づ
き
講
ず
る
措
置
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働
者
に

基
づ
き
講
ず
る
措
置
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働
者
に

周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
か
つ

三

磁
気
テ
ー
プ
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
物
に
記
録
し

、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を

、
か
つ
、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る

設
置
す
る
こ
と
。

機
器
を
設
置
す
る
こ
と
。

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
三
十
八
条
の
三

事
業
者
は
、
第
一
類
物
質
（
塩
素
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
を
除

第
三
十
八
条
の
三

事
業
者
は
、
第
一
類
物
質
（
塩
素
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
を
除

く
。
）
又
は
令
別
表
第
三
第
二
号
３
の
２
か
ら
６
ま
で
、
８
、
８
の
２
、

く
。
）
又
は
令
別
表
第
三
第
二
号
３
の
２
か
ら
６
ま
で
、
８
、
８
の
２
、

11

11

か
ら

ま
で
、

の
２
か
ら

の
２
ま
で
、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
、

か
ら

ま
で
、

の
２
か
ら

の
２
ま
で
、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
、

12

13

15

18

19

21

12

13

15

18

19

21

、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
、

の
２
か
ら

ま
で
、

、

の
２
、

、

、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
、

の
２
か
ら

ま
で
、

、

の
２
、

、

22

22

23

24

26

27

29

22

22

23

24

26

27

29

、

の
２
、

、

の
２
若
し
く
は

の
２
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
別
表

、

の
２
、

、

の
２
若
し
く
は

の
２
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
別
表

30

31

32

33

34

30

31

32

33

34

第
一
第
三
号
の
二
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
八
号
の
二
、
第
十
一
号

第
一
第
三
号
の
二
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
八
号
の
二
、
第
十
一
号

か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
三
号
の
二
か
ら
第
十
五
号
の
二
ま
で
、
第
十
八

か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
三
号
の
二
か
ら
第
十
五
号
の
二
ま
で
、
第
十
八

号
の
二
か
ら
第
十
九
号
の
五
ま
で
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
二
号
の
二
か
ら

号
の
二
か
ら
第
十
九
号
の
五
ま
で
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
二
号
の
二
か
ら

第
二
十
二
号
の
五
ま
で
、
第
二
十
三
号
の
二
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
、
第
二

第
二
十
二
号
の
五
ま
で
、
第
二
十
三
号
の
二
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
、
第
二

十
六
号
、
第
二
十
七
号
の
二
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
一
号
の

十
六
号
、
第
二
十
七
号
の
二
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
一
号
の

二
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
三
号
の
二
若
し
く
は
第
三
十
四
号
の
二
に
掲
げ

二
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
三
号
の
二
若
し
く
は
第
三
十
四
号
の
二
に
掲
げ

る
物
（
以
下
「
特
別
管
理
物
質
」
と
総
称
す
る
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り

る
物
（
以
下
「
特
別
管
理
物
質
」
と
総
称
す
る
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り

扱
う
作
業
場
（
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
あ
つ
て
は
、
ク
ロ
ム
酸

扱
う
作
業
場
（
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
あ
つ
て
は
、
ク
ロ
ム
酸

等
を
鉱
石
か
ら
製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業

等
を
鉱
石
か
ら
製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業

場
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
箇

場
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
箇

所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
保
護
具
等
を
使
用
し
な
け
れ

四

次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
保
護
具
等
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
保
護
具
等

ば
な
ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
保
護
具
等

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を

（
新
設
）



講
ず
べ
き
場
所

ニ
～
チ

（
略
）

ハ
～
ト

（
略
）



様
式
第
一
号
の
三
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



様式第１号の４（第 36 条の３の３関係）（表面） 

第三管理区分措置状況届 

事 業 の 種 類  

事 業 場 の 名 称  

事 業 場 の 所 在 地 

郵便番号（     ） 

 

電話  （   )    

労 働 者 数                           人 

第三管理区分に区分

された場所において

製造し、又は取り扱う

特定化学物質の名称 

 

第三管理区分に区分

された場所における

作 業 の 内 容 

 

作業環境管理専門家

の 意 見 概 要 

所属事業場名  

氏 名  

作業環境管理 

専門家から意見

を聴取した日 

年   月   日 

意 見 概 要 

第一管理区分又は第二管理 

区分とすることの可否 
可 ・ 否 

可の場合、必要な措置の概要 

呼吸用保護具等の状況 有効な呼吸用保護具の使用           有 ・ 無 

保護具着用管理責任者の選任          有 ・ 無 

作業環境管理専門家意見等の労働者への周知   有 ・ 無 

    年  月  日 

事業者職氏名            

   労働基準監督署長殿  



様式第１号の４（第 36 条の３の３関係）（裏面） 

備考 

１ 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

２ 次に掲げる書面を添付すること。 

①意見を聴取した作業環境管理専門家が、特定化学物質障害予防規則第 36 条の３の２第

１項に規定する事業場における作業環境の管理について必要な能力を有する者である

ことを証する書面の写し 

②作業環境管理専門家から聴取した意見の内容を明らかにする書面 

③この届出に係る作業環境測定の結果及びその結果に基づく評価の記録の写し 

④特定化学物質障害予防規則第36条の３の２第４項第１号に規定する個人サンプリング

測定等の結果の記録の写し 

⑤特定化学物質障害予防規則第36条の３の２第４項第２号に規定する呼吸用保護具が適

切に装着されていることを確認した結果の記録の写し 

 



（
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
の
二
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
）

第
二
章
～
第
九
章

（
略
）

第
二
章
～
第
九
章

（
略
）

附
則

附
則

（
化
学
物
質
の
管
理
が
一
定
の
水
準
に
あ
る
場
合
の
適
用
除
外
）

第
四
条
の
二

こ
の
省
令
（
第
六
章
及
び
第
七
章
の
規
定
（
第
三
十
二
条
及
び

（
新
設
）

第
三
十
三
条
の
保
護
具
に
係
る
規
定
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
は
、
事
業
場

が
次
の
各
号
（
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
六
号
の
業
務
に
労
働
者
が
常
時
従

事
し
て
い
な
い
事
業
場
に
つ
い
て
は
、
第
四
号
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
と

当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
い
う
。
）
が
認
定
し
た
と
き
は
、

第
二
十
八
条
第
一
項
の
業
務
（
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
章
、

第
三
章
、
第
四
章
中
第
十
九
条
、
第
十
九
条
の
二
及
び
第
二
十
四
条
か
ら
第

二
十
六
条
ま
で
、
第
七
章
並
び
に
第
九
章
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
業
務
を

除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

事
業
場
に
お
け
る
化
学
物
質
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能

を
有
す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
第
五
号
に
お
い
て

「
化
学
物
質
管
理
専
門
家
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
場
に
専

属
の
者
が
配
置
さ
れ
、
当
該
者
が
当
該
事
業
場
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事

項
を
管
理
し
て
い
る
こ
と
。

イ

有
機
溶
剤
に
係
る
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令

第
三
十
二
号
）
第
三
十
四
条
の
二
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
リ
ス
ク
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

イ
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
そ
の
他
当
該
事

業
場
に
お
け
る
有
機
溶
剤
に
よ
る
労
働
者
の
健
康
障
害
を
予
防
す
る
た

め
必
要
な
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。



二

過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
に
お
い
て
有
機
溶
剤
等
に
よ
る
労
働
者
が

死
亡
す
る
労
働
災
害
又
は
休
業
の
日
数
が
四
日
以
上
の
労
働
災
害
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
。

三

過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
の
作
業
場
所
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
第
二
十

八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
が
全
て
第
一
管
理
区
分
に

区
分
さ
れ
た
こ
と
。

四

過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
の
労
働
者
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
第
二
十
九

条
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
健
康
診
断
の
結
果
、
新
た
に
有
機
溶

剤
に
よ
る
異
常
所
見
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
が
発
見
さ
れ
な
か
つ

た
こ
と
。

五

過
去
三
年
間
に
一
回
以
上
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
四
条
の
二
の

八
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
化
学
物
質
管

理
専
門
家
（
当
該
事
業
場
に
属
さ
な
い
者
に
限
る
。
）
に
よ
る
評
価
を
受

け
、
当
該
評
価
の
結
果
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
有
機
溶
剤
に
よ
る
労
働

者
の
健
康
障
害
を
予
防
す
る
た
め
必
要
な
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

六

過
去
三
年
間
に
事
業
者
が
当
該
事
業
場
に
つ
い
て
労
働
安
全
衛
生
法
（

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
て
い
な
い

こ
と
。

２

前
項
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受

け
よ
う
と
す
る
事
業
場
の
事
業
者
は
、
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
適
用
除
外

認
定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
に
よ
り
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
場
が

同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
で
き

る
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に

お
い
て
、
認
定
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
書
を
提
出
し
た
事
業
者
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

認
定
は
、
三
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過

に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。



５

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

６

認
定
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
場
が
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
認
定
を
受
け
た
事
業
者
が
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

認
定
に
係
る
事
業
場
が
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
適

合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
。

二

不
正
の
手
段
に
よ
り
認
定
又
は
そ
の
更
新
を
受
け
た
と
き
。

三

有
機
溶
剤
に
係
る
法
第
二
十
二
条
及
び
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
の
措

置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。

８

前
三
項
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
号
中
「
過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
の
作
業
場
所
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
第

二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
が
全
て
第
一
管
理
区
分

に
区
分
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
過
去
三
年
間
の
当
該
事
業
場
の
作
業
場

所
に
係
る
作
業
環
境
が
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
第
一
管
理
区
分
に
相
当

す
る
水
準
に
あ
る
」
と
す
る
。

第
十
三
条
の
三

事
業
者
は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
発
散
防
止
抑

第
十
三
条
の
三

事
業
者
は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
発
散
防
止
抑

制
措
置
を
講
じ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
発
散
防
止
抑
制
措
置
に
係
る
作
業

制
措
置
を
講
じ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
発
散
防
止
抑
制
措
置
に
係
る
作
業

場
の
有
機
溶
剤
の
濃
度
の
測
定
（
当
該
作
業
場
の
通
常
の
状
態
に
お
い
て
、

場
の
有
機
溶
剤
の
濃
度
の
測
定
（
当
該
作
業
場
の
通
常
の
状
態
に
お
い
て
、

法
第
六
十
五
条
第
二
項
及
び
作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労

労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
五
条
第
二
項
及
び
作

働
省
令
第
二
十
号
）
第
三
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以

業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
第
三
条
の

下
こ
の
条
及
び
第
十
八
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
結
果
を
第
二
十
八
条

規
定
に
準
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
八
条
の
三

の
二
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
評
価
し
た
結
果
、
第
一
管
理
区
分
に
区
分
さ

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
結
果
を
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て

れ
た
と
き
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
を
受
け
て
、
当
該
発
散
防

評
価
し
た
結
果
、
第
一
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
と
き
は
、
所
轄
労
働
基
準

止
抑
制
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉

監
督
署
長
の
許
可
を
受
け
て
、
当
該
発
散
防
止
抑
制
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に

す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
及
び
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
い

よ
り
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
及

こ
と
が
で
き
る
。

び
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。



２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
健
康
診
断
）

（
健
康
診
断
）

第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

第
一
項
の
業
務
が
行
わ
れ
る
場
所
に
つ
い
て
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
評
価
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

と
き
は
、
当
該
業
務
に
係
る
直
近
の
連
続
し
た
三
回
の
第
二
項
の
健
康
診
断

（
当
該
労
働
者
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
当
該
連
続
し
た
三
回
の
健
康
診
断
に
係

る
雇
入
れ
、
配
置
換
え
及
び
六
月
以
内
ご
と
の
期
間
に
関
し
て
第
三
項
の
健

康
診
断
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
連
続
し
た
三
回
の
健
康
診
断

に
係
る
雇
入
れ
、
配
置
換
え
及
び
六
月
以
内
ご
と
の
期
間
に
係
る
同
項
の
健

康
診
断
を
含
む
。
）
の
結
果
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
項
目
に
係
る

も
の
を
含
む
。
）
、
新
た
に
当
該
業
務
に
係
る
有
機
溶
剤
に
よ
る
異
常
所
見

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
及
び
第
三
項

の
健
康
診
断
（
定
期
の
も
の
に
限
る
。
）
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
行
え
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
同
項
の
健
康
診
断
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
連
続
し
た
三
回
の
同
項

の
健
康
診
断
を
受
け
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
業
務
を
行
う
場
所
に
つ
い
て
、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
評
価
の
結
果
、
直
近
の
評
価
を
含
め
て
連
続
し
て
三
回
、
第
一
管

理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
（
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
場

所
に
つ
い
て
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
は

、
過
去
一
年
六
月
の
間
、
当
該
場
所
の
作
業
環
境
が
同
項
の
第
一
管
理
区

分
に
相
当
す
る
水
準
に
あ
る
）
こ
と
。

二

当
該
業
務
に
つ
い
て
、
直
近
の
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
健
康
診
断
の

実
施
後
に
作
業
方
法
を
変
更
（
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
し
て
い
な
い
こ

と
。

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）



３

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
八
十
条
か
ら
第
八
十
二
条
の
二
ま
で
及
び
前
二
項

３

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
八
十

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
技
能
講
習
の
実
施
に
つ
い

条
か
ら
第
八
十
二
条
の
二
ま
で
及
び
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
有
機

て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

溶
剤
作
業
主
任
者
技
能
講
習
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
。



様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



様式第１号の２（第４条の２関係）

有機溶剤中毒予防規則適用除外認定申請書（新規認定・更新）

事 業 の 種 類

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

郵便番号（ ）

電話 （ )

申 請 に 係 る 有 機 溶 剤 の 名 称

申請に係る有機溶剤を製造し、又

は取り扱う業務に常時従事する労

働者の人数

年 月 日

事業者職氏名

都道府県労働局長 殿

備考

１ 表題の「新規認定」又は「更新」のうち該当しない文字は、抹消すること。

２ 適用除外の新規認定又は更新を受けようとする事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に

提出すること。なお、更新の場合は、過去に適用除外の認定を受けたことを証する書面の写しを添

付すること。

３ 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。

４ 次に掲げる書面を添付すること。

①事業場に配置されている化学物質管理専門家が、有機溶剤中毒予防規則第４条の２第１項第１

号に規定する事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者であるこ

とを証する書面の写し

②上記①の者が当該事業場に専属であることを証する書面の写し（当該書面がない場合には、当

該事実についての申立書）

③有機溶剤中毒予防規則第４条の２第１項第３号及び第４号に該当することを証する書面

④有機溶剤中毒予防規則第４条の２第１項第５号の化学物質管理専門家による評価結果を証する

書面

５ ４④の書面は、当該評価を実施した化学物質管理専門家が、有機溶剤中毒予防規則第４条の２

第１項第１号に規定する事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者

であることを証する書面の写しを併せて添付すること。

６ ４④の書面は、評価を実施した化学物質管理専門家が、当該事業場に所属しないことを証する

書面の写し（当該書面がない場合には、当該事実についての申立書）を併せて添付すること。

７ この申請書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。



第
七
条

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
二
十
四
条

事
業
者
は
、
屋
内
作
業
場
等
に
お
い
て
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働

第
二
十
四
条

事
業
者
は
、
屋
内
作
業
場
等
に
お
い
て
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働

者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け

者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
し
な

四

次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
呼
吸
用
保
護
具

け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
呼
吸
用
保
護
具

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

第
二
十
八
条
の
三
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を

（
新
設
）

講
ず
べ
き
場
所

ヘ
・
ト

（
略
）

ホ
・
へ

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

第
二
十
八
条
の
三

（
略
）

第
二
十
八
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保

護
具
を
使
用
さ
せ
る
ほ
か
、
健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
の
保

護
具
を
使
用
さ
せ
る
ほ
か
、
健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
の
保

持
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に

持
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
評
価
の
記
録
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
及
び
前
項
の
規

よ
る
評
価
の
記
録
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
及
び
前
項
の
規

定
に
基
づ
く
評
価
の
結
果
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働

定
に
基
づ
く
評
価
の
結
果
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働

者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
か
つ

三

磁
気
テ
ー
プ
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
物
に
記
録
し

、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を

、
か
つ
、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る

設
置
す
る
こ
と
。

機
器
を
設
置
す
る
こ
と
。

４

（
略
）

４

（
略
）



第
二
十
八
条
の
三
の
二

事
業
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結

（
新
設
）

果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置

を
講
じ
て
い
な
い
こ
と
又
は
当
該
措
置
を
講
じ
た
後
同
条
第
二
項
の
評
価
を

行
つ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
な
つ

て
い
な
い
も
の
を
含
み
、
第
五
項
各
号
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
を
除
く

。
）
に
つ
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
事
業
場
に

お
け
る
作
業
環
境
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る

者
（
当
該
事
業
場
に
属
さ
な
い
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
作
業

環
境
管
理
専
門
家
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
場
所
に
つ
い
て
、
施
設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
、
作
業
工
程

又
は
作
業
方
法
の
改
善
そ
の
他
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ

と
の
可
否

二

当
該
場
所
に
つ
い
て
、
前
号
に
お
い
て
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理

区
分
と
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
に
お
け
る
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
の
内
容

２

事
業
者
は
、
前
項
の
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
、
同

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
第
一
管
理
区
分
又
は
第

二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
判
断
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
、
当
該
場

所
に
つ
い
て
、
同
項
第
二
号
の
事
項
を
踏
ま
え
、
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二

管
理
区
分
と
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
効
果
を

確
認
す
る
た
め
、
同
項
の
場
所
に
つ
い
て
当
該
有
機
溶
剤
の
濃
度
を
測
定
し

、
及
び
そ
の
結
果
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
、

前
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
合
又

は
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
当
該
場
所
を
第

一
管
理
区
分
若
し
く
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
困
難
と
判
断
し
た
場

合
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
場
所
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
労



働
者
の
身
体
に
装
着
す
る
試
料
採
取
器
等
を
用
い
て
行
う
測
定
そ
の
他
の

方
法
に
よ
る
測
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定

等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
有
機
溶
剤
の
濃
度
を
測
定
し
、
厚
生
労
働
大

臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
、
労
働
者
に
有
効
な

呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
（
当
該
場
所
に
お
い
て
作
業
の
一
部

を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸

用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用

保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。
）
。
た
だ
し

、
前
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
（
当
該
測
定
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
（
第

一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
当
該
場
所
を
第
一

管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
困
難
と
判
断
し
た
場
合
に

限
る
。
）
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
）
を
個
人
サ
ン
プ
リ
ン

グ
測
定
等
に
よ
り
実
施
し
た
場
合
は
、
当
該
測
定
を
も
つ
て
、
こ
の
号
に

お
け
る
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

前
号
の
呼
吸
用
保
護
具
（
面
体
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て

、
当
該
呼
吸
用
保
護
具
が
適
切
に
装
着
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
厚
生
労
働
大

臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年

間
保
存
す
る
こ
と
。

三

保
護
具
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち

か
ら
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
を
選
任
し
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
る
こ
と

。イ

前
二
号
及
び
次
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
に
関
す

る
事
項
（
呼
吸
用
保
護
具
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。
）
を
管
理
す
る
こ

と
。

ロ

有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
の
職
務
（
呼
吸
用
保
護
具
に
関
す
る
事
項
に

限
る
。
）
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

ハ

第
一
号
及
び
次
項
第
二
号
の
呼
吸
用
保
護
具
を
常
時
有
効
か
つ
清
潔

に
保
持
す
る
こ
と
。

四

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
作
業
環
境
管
理
専
門
家
の
意
見
の
概
要
、
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
及
び
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
評
価
の
結

果
を
、
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働
者



に
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

５

事
業
者
は
、
前
項
の
措
置
を
講
ず
べ
き
場
所
に
つ
い
て
、
第
一
管
理
区
分

又
は
第
二
管
理
区
分
と
評
価
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
に
よ

り
有
機
溶
剤
の
濃
度
を
測
定
し
、
前
項
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ

る
こ
と
。

二

前
号
の
呼
吸
用
保
護
具
（
面
体
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
さ

せ
る
と
き
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
当
該
呼
吸
用
保
護
具

が
適
切
に
装
着
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
項
第
二
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り

確
認
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

三

当
該
場
所
に
お
い
て
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
第
一
号
の
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す

る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

６

事
業
者
は
、
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
（
同
号
た
だ
し
書
の
測

定
を
含
む
。
）
又
は
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
と
き
は
、

そ
の
都
度
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

測
定
日
時

二

測
定
方
法

三

測
定
箇
所

四

測
定
条
件

五

測
定
結
果

六

測
定
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

七

測
定
結
果
に
応
じ
た
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
た
と
き
は
、

当
該
呼
吸
用
保
護
具
の
概
要

７

事
業
者
は
、
第
四
項
の
措
置
を
講
ず
べ
き
場
所
に
係
る
前
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
評
価
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の

事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

評
価
日
時



二

評
価
箇
所

三

評
価
結
果

四

評
価
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

第
二
十
八
条
の
三
の
三

事
業
者
は
、
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講

（
新
設
）

じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
第
三
管
理
区
分
措
置
状
況
届
（
様
式
第
二
号
の

三
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条
の
四

（
略
）

第
二
十
八
条
の
四

（
略
）

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
者
は
、
同
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
者
は
、
前
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、

第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
記
録
及
び
前
項
の
規
定
に

第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
記
録
及
び
前
項
の
規
定
に

基
づ
き
講
ず
る
措
置
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働
者
に

基
づ
き
講
ず
る
措
置
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働
者
に

周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
か
つ

三

磁
気
テ
ー
プ
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
物
に
記
録
し

、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を

、
か
つ
、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る

設
置
す
る
こ
と
。

機
器
を
設
置
す
る
こ
と
。



様
式
第
二
号
の
二
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



様式第２号の３（第 28 条の３の３関係）（表面） 

第三管理区分措置状況届 

事 業 の 種 類  

事 業 場 の 名 称  

事 業 場 の 所 在 地 

郵便番号（     ） 

 

電話  （   )    

労 働 者 数                           人 

第三管理区分に区分

された場所において

製造し、又は取り扱う

有 機 溶 剤 の 名 称 

 

第三管理区分に区分

された場所における

作 業 の 内 容 

 

作業環境管理専門家

の 意 見 概 要 

所属事業場名  

氏 名  

作業環境管理 

専門家から意見

を聴取した日 

年   月   日 

意 見 概 要 

第一管理区分又は第二管理 

区分とすることの可否 
可 ・ 否 

可の場合、必要な措置の概要 

呼吸用保護具等の状況 有効な呼吸用保護具の使用           有 ・ 無 

保護具着用管理責任者の選任          有 ・ 無 

作業環境管理専門家意見等の労働者への周知   有 ・ 無 

    年  月  日 

事業者職氏名            

   労働基準監督署長殿  



様式第２号の３（第 28 条の３の３関係）（裏面） 

備考 

１ 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

２ 次に掲げる書面を添付すること。 

①意見を聴取した作業環境管理専門家が、有機溶剤中毒予防規則第 28 条の３の２第１項

に規定する事業場における作業環境の管理について必要な能力を有する者であること

を証する書面の写し 

②作業環境管理専門家から聴取した意見の内容を明らかにする書面 

③この届出に係る作業環境測定の結果及びその結果に基づく評価の記録の写し 

④有機溶剤中毒予防規則第28条の３の２第４項第１号に規定する個人サンプリング測定

等の結果の記録の写し 

⑤有機溶剤中毒予防規則第28条の３の２第４項第２号に規定する呼吸用保護具が適切に

装着されていることを確認した結果の記録の写し 

 



（
鉛
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
三
条
の
二

こ
の
省
令
（
第
三
十
九
条
、
第
四
十
六
条
、
第
六
章
及
び
第
七

（
新
設
）

章
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
事
業
場
が
次
の
各
号
（
令
第
二
十
二
条
第
一
項

第
四
号
の
業
務
に
労
働
者
が
常
時
従
事
し
て
い
な
い
事
業
場
に
つ
い
て
は
第

四
号
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
と
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道

府
県
労
働
局
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と

い
う
。
）
が
認
定
し
た
と
き
は
、
令
別
表
第
四
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、

第
十
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
省

令
が
適
用
さ
れ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

事
業
場
に
お
け
る
化
学
物
質
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能

を
有
す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
第
五
号
に
お
い
て

「
化
学
物
質
管
理
専
門
家
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
場
に
専

属
の
者
が
配
置
さ
れ
、
当
該
者
が
当
該
事
業
場
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事

項
を
管
理
し
て
い
る
こ
と
。

イ

鉛
に
係
る
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十

二
号
）
第
三
十
四
条
の
二
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ

ン
ト
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

イ
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
そ
の
他
当
該
事

業
場
に
お
け
る
鉛
に
よ
る
労
働
者
の
健
康
障
害
を
予
防
す
る
た
め
必
要

な
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

二

過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
に
お
い
て
鉛
等
に
よ
る
労
働
者
が
死
亡
す

る
労
働
災
害
又
は
休
業
の
日
数
が
四
日
以
上
の
労
働
災
害
が
発
生
し
て
い

な
い
こ
と
。

三

過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
の
作
業
場
所
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
第
五
十

二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
が
全
て
第
一
管
理
区
分
に

区
分
さ
れ
た
こ
と
。

四

過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
の
労
働
者
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
第
五
十
三

条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
健
康
診
断
の
結
果
、
新
た
に
鉛
に
よ
る
異
常
所



見
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
が
発
見
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
。

五

過
去
三
年
間
に
一
回
以
上
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
四
条
の
二
の

八
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
化
学
物
質
管

理
専
門
家
（
当
該
事
業
場
に
属
さ
な
い
者
に
限
る
。
）
に
よ
る
評
価
を
受

け
、
当
該
評
価
の
結
果
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
鉛
に
よ
る
労
働
者
の
健

康
障
害
を
予
防
す
る
た
め
必
要
な
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
。

六

過
去
三
年
間
に
事
業
者
が
当
該
事
業
場
に
つ
い
て
労
働
安
全
衛
生
法
（

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
て
い
な
い

こ
と
。

２

前
項
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受

け
よ
う
と
す
る
事
業
場
の
事
業
者
は
、
鉛
中
毒
予
防
規
則
適
用
除
外
認
定
申

請
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
に
よ
り
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
場
が
同
項
第

一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
面

を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に

お
い
て
、
認
定
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
書
を
提
出
し
た
事
業
者
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

認
定
は
、
三
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過

に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

５

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

６

認
定
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
場
が
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
認
定
を
受
け
た
事
業
者
が
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

認
定
に
係
る
事
業
場
が
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
適

合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
。



二

不
正
の
手
段
に
よ
り
認
定
又
は
そ
の
更
新
を
受
け
た
と
き
。

三

鉛
に
係
る
法
第
二
十
二
条
及
び
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
の
措
置
が
適

切
に
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。

８

前
三
項
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
号
中
「
過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
の
作
業
場
所
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
第

五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
が
全
て
第
一
管
理
区
分

に
区
分
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
過
去
三
年
間
の
当
該
事
業
場
の
作
業
場

所
に
係
る
作
業
環
境
が
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
第
一
管
理
区
分
に
相
当

す
る
水
準
に
あ
る
」
と
す
る
。

（
認
定
の
申
請
手
続
等
）

（
認
定
の
申
請
手
続
等
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に

２

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に

お
い
て
、
第
三
条
第
四
号
の
認
定
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と

お
い
て
、
前
条
第
四
号
の
認
定
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き

き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
当
該
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と

は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
当
該
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す

す
る
。

る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

第
二
十
三
条
の
三

事
業
者
は
、
第
五
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
九
条

第
二
十
三
条
の
三

事
業
者
は
、
第
五
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
九
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
発
散
防
止
抑
制
措
置
を
講
じ
た
場
合
で
あ
つ
て
、

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
発
散
防
止
抑
制
措
置
を
講
じ
た
場
合
で
あ
つ
て
、

当
該
発
散
防
止
抑
制
措
置
に
係
る
作
業
場
の
空
気
中
に
お
け
る
鉛
の
濃
度
の

当
該
発
散
防
止
抑
制
措
置
に
係
る
作
業
場
の
空
気
中
に
お
け
る
鉛
の
濃
度
の

測
定
（
当
該
作
業
場
の
通
常
の
状
態
に
お
い
て
、
法
第
六
十
五
条
第
二
項
及

測
定
（
当
該
作
業
場
の
通
常
の
状
態
に
お
い
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下

び
作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
第
三

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
五
条
第
二
項
及
び
作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則

条
の
規
定
に
準
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
第
三
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
わ
れ
る

。
）
の
結
果
を
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
評
価
し
た
結
果

も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
結
果
を
第
五
十
二
条
の

、
第
一
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
と
き
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許

二
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
評
価
し
た
結
果
、
第
一
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ

可
を
受
け
て
、
当
該
発
散
防
止
抑
制
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
鉛
等
又

た
と
き
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
を
受
け
て
、
当
該
発
散
防
止

は
焼
結
鉱
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
及
び

抑
制
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
の
粉
じ
ん
の
発
散

プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
及
び
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を

設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
発
散
防
止
抑
制
措
置
特
例

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
発
散
防
止
抑
制
措
置
特
例



実
施
許
可
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
三
）
に
申
請
に
係
る
発
散
防
止
抑
制
措

実
施
許
可
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
に
申
請
に
係
る
発
散
防
止
抑
制
措

置
に
関
す
る
次
の
書
類
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な

置
に
関
す
る
次
の
書
類
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
略
）

（
健
康
診
断
）

（
健
康
診
断
）

第
五
十
三
条

（
略
）

第
五
十
三
条

（
略
）

２

前
項
の
健
康
診
断
（
定
期
の
も
の
に
限
る
。
）
は
、
前
回
の
健
康
診
断
に

２

前
項
の
健
康
診
断
（
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
行
う
も
の
に
限
る

お
い
て
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
健
康
診
断
を
受

。
）
は
、
前
回
の
健
康
診
断
に
お
い
て
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る

け
た
者
に
つ
い
て
は
、
医
師
が
必
要
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規

項
目
に
つ
い
て
健
康
診
断
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
医
師
が
必
要
で
な
い

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
項
目
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
項
目
を
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

第
一
項
の
業
務
（
令
別
表
第
四
第
十
七
号
及
び
第
一
条
第
五
号
リ
か
ら
ル

（
新
設
）

ま
で
に
掲
げ
る
鉛
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
の
業
務
を
行
う
作
業
場
所
に
お
け
る

清
掃
の
業
務
を
除
く
。
）
が
行
わ
れ
る
場
所
に
つ
い
て
第
五
十
二
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
と
き
は
、
当
該
業
務
に
係
る
直
近
の
連
続
し
た
三
回
の
第
一
項
の
健

康
診
断
の
結
果
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
項
目
に
係
る
も
の
を
含
む

。
）
、
新
た
に
当
該
業
務
に
係
る
鉛
に
よ
る
異
常
所
見
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

な
か
つ
た
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
健
康
診
断
（
定
期
の
も
の
に
限

る
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期

に
、
行
え
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
業
務
を
行
う
場
所
に
つ
い
て
、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
評
価
の
結
果
、
直
近
の
評
価
を
含
め
て
連
続
し
て
三
回
、
第
一
管

理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
（
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
場

所
に
つ
い
て
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
は

、
過
去
一
年
六
月
の
間
、
当
該
場
所
の
作
業
環
境
が
同
項
の
第
一
管
理
区

分
に
相
当
す
る
水
準
に
あ
る
）
こ
と
。

二

当
該
業
務
に
つ
い
て
、
直
近
の
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
健
康
診
断
の



実
施
後
に
作
業
方
法
を
変
更
（
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
し
て
い
な
い
こ

と
。

第
六
十
条

（
略
）

第
六
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
八
十
条
か
ら
第
八
十
二
条
の
二
ま
で
及
び
前
二
項

３

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
八
十

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
鉛
作
業
主
任
者
技
能
講
習
の
実
施
に
つ
い
て
必
要

条
か
ら
第
八
十
二
条
の
二
ま
で
及
び
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
鉛
作

な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

業
主
任
者
技
能
講
習
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
。



様
式
第
一
号
の
二
を
様
式
第
一
号
の
三
と
し
、
様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



様式第１号の２（第３条の２関係）

鉛中毒予防規則適用除外認定申請書（新規認定・更新）

事 業 の 種 類

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

郵便番号（ ）

電話 （ )

申 請 に 係 る 鉛 業 務 の 内 容

申請に係る鉛業務に常時従事する

労働者の人数

年 月 日

事業者職氏名

都道府県労働局長 殿

備考

１ 表題の「新規認定」又は「更新」のうち該当しない文字は、抹消すること。

２ 適用除外の新規認定又は更新を受けようとする事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に

提出すること。なお、更新の場合は、過去に適用除外の認定を受けたことを証する書面の写しを添

付すること。

３ 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。

４ 次に掲げる書面を添付すること。

①事業場に配置されている化学物質管理専門家が、鉛中毒予防規則第３条の２第１項第１号に規

定する事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者であることを証

する書面の写し

②上記①の者が当該事業場に専属であることを証する書面の写し（当該書面がない場合には、当

該事実についての申立書）

③鉛中毒予防規則第３条の２第１項第３号及び第４号に該当することを証する書面

④鉛中毒予防規則第３条の２第１項第５号の化学物質管理専門家による評価結果を証する書面

５ ４④の書面は、当該評価を実施した化学物質管理専門家が、鉛中毒予防規則第３条の２第１項

第１号に規定する事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者である

ことを証する書面の写しを併せて添付すること。

６ ４④の書面は、評価を実施した化学物質管理専門家が、当該事業場に所属しないことを証する

書面の写し（当該書面がない場合には、当該事実についての申立書）を併せて添付すること。

７ この申請書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。



第
九
条

鉛
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
五
十
一
条
の
二

事
業
者
は
、
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、

第
五
十
一
条
の
二

事
業
者
は
、
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、

次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
保
護
具
等
を
使
用
し
な
け
れ

四

次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
保
護
具
等
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
保
護
具
等

ば
な
ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
保
護
具
等

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

第
五
十
二
条
の
三
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を

（
新
設
）

講
ず
べ
き
場
所

ニ
～
ト

（
略
）

ハ
～
へ

（
略
）

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

第
五
十
二
条
の
三

（
略
）

第
五
十
二
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保

護
具
を
使
用
さ
せ
る
ほ
か
、
健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
の
保

護
具
を
使
用
さ
せ
る
ほ
か
、
健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
の
保

持
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に

持
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
評
価
の
記
録
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
及
び
前
項
の
規

よ
る
評
価
の
記
録
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
及
び
前
項
の
規

定
に
基
づ
く
評
価
の
結
果
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働

定
に
基
づ
く
評
価
の
結
果
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働

者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
か
つ

三

磁
気
テ
ー
プ
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
物
に
記
録
し

、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を

、
か
つ
、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る

設
置
す
る
こ
と
。

機
器
を
設
置
す
る
こ
と
。

４

（
略
）

４

（
略
）

第
五
十
二
条
の
三
の
二

事
業
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結

（
新
設
）



果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置

を
講
じ
て
い
な
い
こ
と
又
は
当
該
措
置
を
講
じ
た
後
同
条
第
二
項
の
評
価
を

行
つ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
な
つ

て
い
な
い
も
の
を
含
み
、
第
五
項
各
号
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
を
除
く

。
）
に
つ
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
事
業
場
に

お
け
る
作
業
環
境
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る

者
（
当
該
事
業
場
に
属
さ
な
い
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
作
業

環
境
管
理
専
門
家
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
場
所
に
つ
い
て
、
施
設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
、
作
業
工
程

又
は
作
業
方
法
の
改
善
そ
の
他
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ

と
の
可
否

二

当
該
場
所
に
つ
い
て
、
前
号
に
お
い
て
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理

区
分
と
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
に
お
け
る
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
の
内
容

２

事
業
者
は
、
前
項
の
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
、
同

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
第
一
管
理
区
分
又
は
第

二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
判
断
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
、
当
該
場

所
に
つ
い
て
、
同
項
第
二
号
の
事
項
を
踏
ま
え
、
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二

管
理
区
分
と
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
効
果
を

確
認
す
る
た
め
、
同
項
の
場
所
に
つ
い
て
当
該
鉛
の
濃
度
を
測
定
し
、
及
び

そ
の
結
果
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
、

前
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
合
又

は
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
当
該
場
所
を
第

一
管
理
区
分
若
し
く
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
困
難
と
判
断
し
た
場

合
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
場
所
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
労

働
者
の
身
体
に
装
着
す
る
試
料
採
取
器
等
を
用
い
て
行
う
測
定
そ
の
他
の

方
法
に
よ
る
測
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定



等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
鉛
の
濃
度
を
測
定
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用

保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
（
当
該
場
所
に
お
い
て
作
業
の
一
部
を
請
負

人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護

具
を
使
用
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具

を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。
）
。
た
だ
し
、
前
項

の
規
定
に
よ
る
測
定
（
当
該
測
定
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
（
第
一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
当
該
場
所
を
第
一
管
理
区

分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
困
難
と
判
断
し
た
場
合
に
限
る
。

）
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
）
を
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定

等
に
よ
り
実
施
し
た
場
合
は
、
当
該
測
定
を
も
つ
て
、
こ
の
号
に
お
け
る

個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

前
号
の
呼
吸
用
保
護
具
（
面
体
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て

、
当
該
呼
吸
用
保
護
具
が
適
切
に
装
着
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
厚
生
労
働
大

臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年

間
保
存
す
る
こ
と
。

三

保
護
具
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち

か
ら
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
を
選
任
し
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
る
こ
と

。イ

前
二
号
及
び
次
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
に
関
す

る
事
項
（
呼
吸
用
保
護
具
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。
）
を
管
理
す
る
こ

と
。

ロ

鉛
作
業
主
任
者
の
職
務
（
呼
吸
用
保
護
具
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。

）
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

ハ

第
一
号
及
び
次
項
第
二
号
の
呼
吸
用
保
護
具
を
常
時
有
効
か
つ
清
潔

に
保
持
す
る
こ
と
。

四

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
作
業
環
境
管
理
専
門
家
の
意
見
の
概
要
、
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
及
び
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
評
価
の
結

果
を
、
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働
者

に
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

５

事
業
者
は
、
前
項
の
措
置
を
講
ず
べ
き
場
所
に
つ
い
て
、
第
一
管
理
区
分



又
は
第
二
管
理
区
分
と
評
価
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
に
よ

り
鉛
の
濃
度
を
測
定
し
、
前
項
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

結
果
に
応
じ
て
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と

。
二

前
号
の
呼
吸
用
保
護
具
（
面
体
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
さ

せ
る
と
き
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
当
該
呼
吸
用
保
護
具

が
適
切
に
装
着
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
項
第
二
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り

確
認
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

三

当
該
場
所
に
お
い
て
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
第
一
号
の
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す

る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

６

事
業
者
は
、
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
（
同
号
た
だ
し
書
の
測

定
を
含
む
。
）
又
は
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
と
き
は
、

そ
の
都
度
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

測
定
日
時

二

測
定
方
法

三

測
定
箇
所

四

測
定
条
件

五

測
定
結
果

六

測
定
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

七

測
定
結
果
に
応
じ
た
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
た
と
き
は
、

当
該
呼
吸
用
保
護
具
の
概
要

７

事
業
者
は
、
第
四
項
の
措
置
を
講
ず
べ
き
場
所
に
係
る
前
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
評
価
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の

事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

評
価
日
時

二

評
価
箇
所

三

評
価
結
果



四

評
価
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

第
五
十
二
条
の
三
の
三

事
業
者
は
、
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講

（
新
設
）

じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
第
三
管
理
区
分
措
置
状
況
届
（
様
式
第
一
号
の

四
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
二
条
の
四

（
略
）

第
五
十
二
条
の
四

（
略
）

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
者
は
、
同
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
者
は
、
前
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、

第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
記
録
及
び
前
項
の
規
定
に

第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
記
録
及
び
前
項
の
規
定
に

基
づ
き
講
ず
る
措
置
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働
者
に

基
づ
き
講
ず
る
措
置
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働
者
に

周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
か
つ

三

磁
気
テ
ー
プ
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
物
に
記
録
し

、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を

、
か
つ
、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る

設
置
す
る
こ
と
。

機
器
を
設
置
す
る
こ
と
。



様
式
第
一
号
の
三
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



様式第１号の４（第 52 条の３の３関係）（表面） 

第三管理区分措置状況届 

事 業 の 種 類  

事 業 場 の 名 称  

事 業 場 の 所 在 地 

郵便番号（     ） 

 

電話  （   )    

労 働 者 数                           人 

第三管理区分に区分

された場所における

鉛 業 務 の 内 容 

 

作業環境管理専門家

の 意 見 概 要 

所属事業場名  

氏 名  

作業環境管理 

専門家から意見

を聴取した日 

年   月   日 

意 見 概 要 

第一管理区分又は第二管理 

区分とすることの可否 
可 ・ 否 

可の場合、必要な措置の概要 

呼吸用保護具等の状況 有効な呼吸用保護具の使用           有 ・ 無 

保護具着用管理責任者の選任          有 ・ 無 

作業環境管理専門家意見等の労働者への周知   有 ・ 無 

    年  月  日 

事業者職氏名            

   労働基準監督署長殿  



様式第１号の４（第 52 条の３の３関係）（裏面） 

備考 

１ 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

２ 次に掲げる書面を添付すること。 

①意見を聴取した作業環境管理専門家が、鉛中毒予防規則第 52 条の３の２第１項に規定

する事業場における作業環境の管理について必要な能力を有する者であることを証す

る書面の写し 

②作業環境管理専門家から聴取した意見の内容を明らかにする書面 

③この届出に係る作業環境測定の結果及びその結果に基づく評価の記録の写し 

④鉛中毒予防規則第52条の３の２第４項第１号に規定する個人サンプリング測定等の結

果の記録の写し 

⑤鉛中毒予防規則第52条の３の２第４項第２号に規定する呼吸用保護具が適切に装着さ

れていることを確認した結果の記録の写し 

 



（
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
労
働
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
の
二
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章
～
第
六
章

（
略
）

第
二
章
～
第
六
章

（
略
）

附
則

附
則

（
定
義
等
）

（
定
義
等
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

粉
じ
ん
作
業

別
表
第
一
に
掲
げ
る
作
業
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

一

粉
じ
ん
作
業

別
表
第
一
に
掲
げ
る
作
業
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
作
業
場
に
お
け
る
粉
じ
ん
の
発
散
の
程
度
及

の
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
作
業
場
に
お
け
る
粉
じ
ん
の
発
散
の
程
度
及

び
作
業
の
工
程
そ
の
他
か
ら
み
て
、
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず

び
作
業
の
工
程
そ
の
他
か
ら
み
て
、
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず

る
必
要
が
な
い
と
当
該
作
業
場
の
属
す
る
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

る
必
要
が
な
い
と
当
該
作
業
場
の
属
す
る
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

都
道
府
県
労
働
局
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局

都
道
府
県
労
働
局
長
（
以
下
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
い
う
。
）

長
」
と
い
う
。
）
が
認
定
し
た
作
業
を
除
く
。

が
認
定
し
た
作
業
を
除
く
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
適
用
の
除
外
）

第
三
条
の
二

こ
の
省
令
（
第
二
十
四
条
及
び
第
六
章
の
規
定
を
除
く
。
）
は

（
新
設
）

、
事
業
場
が
次
の
各
号
（
粉
じ
ん
作
業
に
労
働
者
が
常
時
従
事
し
て
い
な
い

事
業
場
に
つ
い
て
は
、
第
四
号
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
と
当
該
事
業
場
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
所
轄

都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
い
う
。
）
が
認
定
し
た
と
き
は
、
特
定
粉
じ
ん
作

業
（
設
備
に
よ
る
注
水
又
は
注
油
を
し
な
が
ら
行
う
場
合
に
お
け
る
前
条
各

号
に
掲
げ
る
作
業
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

事
業
場
に
お
け
る
粉
じ
ん
に
係
る
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
知
識
及
び
技

能
を
有
す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
第
五
号
に
お
い



て
「
化
学
物
質
管
理
専
門
家
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
場
に

専
属
の
者
が
配
置
さ
れ
、
当
該
者
が
当
該
事
業
場
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る

事
項
を
管
理
し
て
い
る
こ
と
。

イ

粉
じ
ん
に
係
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一

項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
を
い
う
。
）
の
実
施
に
関
す
る
こ

と
。

ロ

イ
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
そ
の
他
当
該
事

業
場
に
お
け
る
粉
じ
ん
に
さ
ら
さ
れ
る
労
働
者
の
健
康
障
害
を
防
止
す

る
た
め
必
要
な
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

二

過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
に
お
い
て
特
定
粉
じ
ん
作
業
に
よ
る
労
働

者
が
死
亡
す
る
労
働
災
害
又
は
休
業
の
日
数
が
四
日
以
上
の
労
働
災
害
が

発
生
し
て
い
な
い
こ
と
。

三

過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
の
作
業
場
所
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
第
二
十

六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
が
全
て
第
一
管
理
区
分
に

区
分
さ
れ
た
こ
と
。

四

過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
に
お
い
て
常
時
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る

労
働
者
に
つ
い
て
、
じ
ん
肺
法
第
七
条
か
ら
第
九
条
の
二
ま
で
、
第
十
一

条
た
だ
し
書
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

じ
ん
肺
健
康
診
断
の
結
果
、
じ
ん
肺
管
理
区
分
が
決
定
さ
れ
た
者
（
新
た

に
管
理
二
、
管
理
三
又
は
管
理
四
に
決
定
さ
れ
た
者
、
管
理
一
と
決
定
さ

れ
て
い
た
者
で
あ
つ
て
管
理
二
、
管
理
三
又
は
管
理
四
と
決
定
さ
れ
た
者

、
管
理
二
と
決
定
さ
れ
て
い
た
者
で
あ
つ
て
管
理
三
又
は
管
理
四
と
決
定

さ
れ
た
者
、
管
理
三
イ
と
決
定
さ
れ
て
い
た
者
で
あ
つ
て
管
理
三
ロ
又
は

管
理
四
と
決
定
さ
れ
た
者
及
び
管
理
三
ロ
と
決
定
さ
れ
て
い
た
者
で
あ
つ

て
管
理
四
と
決
定
さ
れ
た
者
に
限
る
。
）
が
い
な
い
こ
と
。

五

過
去
三
年
間
に
一
回
以
上
、
第
一
号
イ
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結

果
及
び
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
の
内
容
に
つ

い
て
、
化
学
物
質
管
理
専
門
家
（
当
該
事
業
場
に
属
さ
な
い
者
に
限
る
。

）
に
よ
る
評
価
を
受
け
、
当
該
評
価
の
結
果
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
粉

じ
ん
に
さ
ら
さ
れ
る
労
働
者
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置

が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。



六

過
去
三
年
間
に
事
業
者
が
当
該
事
業
場
に
つ
い
て
法
及
び
こ
れ
に
基
づ

く
命
令
に
違
反
し
て
い
な
い
こ
と
。

２

前
項
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受

け
よ
う
と
す
る
事
業
場
の
事
業
者
は
、
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
適
用
除
外
認

定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
に
よ
り
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
場
が
同

項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
る

書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
３

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に

お
い
て
、
認
定
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
書
を
提
出
し
た
事
業
者
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

認
定
は
、
三
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過

に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

５

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

６

認
定
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
場
が
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
認
定
を
受
け
た
事
業
者
が
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

認
定
に
係
る
事
業
場
が
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
適

合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
。

二

不
正
の
手
段
に
よ
り
認
定
又
は
そ
の
更
新
を
受
け
た
と
き
。

三

粉
じ
ん
に
係
る
法
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
措
置

が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。

８

前
三
項
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
号
中
「
過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
の
作
業
場
所
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
第

二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
が
全
て
第
一
管
理
区
分

に
区
分
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
過
去
三
年
間
の
当
該
事
業
場
の
作
業
場



所
に
係
る
作
業
環
境
が
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
第
一
管
理
区
分
に
相
当

す
る
水
準
に
あ
る
」
と
す
る
。



様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



様式第１号の２（第３条の２関係）

粉じん障害防止規則適用除外認定申請書（新規認定・更新）

事 業 の 種 類

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

郵便番号（ ）

電話 （ )

申請に係る特定粉じん作業の内容

申請に係る特定粉じん作業に常時

従事する労働者の人数

年 月 日

事業者職氏名

都道府県労働局長 殿

備考

１ 表題の「新規認定」又は「更新」のうち該当しない文字は、抹消すること。

２ 適用除外の新規認定又は更新を受けようとする事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に

提出すること。なお、更新の場合は、過去に適用除外の認定を受けたことを証する書面の写しを添

付すること。

３ 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。

４ 次に掲げる書面を添付すること。

①事業場に配置されている化学物質管理専門家が、粉じん障害防止規則第３条の２第１項第１号

に規定する事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者であること

を証する書面の写し

②上記①の者が当該事業場に専属であることを証する書面の写し（当該書面がない場合には、当

該事実についての申立書）

③粉じん障害防止規則第３条の２第１項第３号及び第４号に該当することを証する書面

④粉じん障害防止規則第３条の２第１項第５号の化学物質管理専門家による評価結果を証する書

面

５ ４④の書面は、当該評価を実施した化学物質管理専門家が、粉じん障害防止規則第３条の２第

１項第１号に規定する事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者で

あることを証する書面の写しを併せて添付すること。

６ ４④の書面は、評価を実施した化学物質管理専門家が、当該事業場に所属しないことを証する

書面の写し（当該書面がない場合には、当該事実についての申立書）を併せて添付すること。

７ この申請書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。



第
十
一
条

粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
二
十
三
条
の
二

事
業
者
は
、
粉
じ
ん
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き

第
二
十
三
条
の
二

事
業
者
は
、
粉
じ
ん
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き

は
、
次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

次
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
し
な

四

次
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
呼
吸
用
保
護
具

け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
呼
吸
用
保
護
具

イ
～
ヘ

（
略
）

イ
～
ヘ

（
略
）

ト

第
二
十
六
条
の
三
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を

（
新
設
）

講
ず
べ
き
場
合

チ
・
リ

（
略
）

ト
・
チ

（
略
）

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

第
二
十
六
条
の
三

（
略
）

第
二
十
六
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保

護
具
を
使
用
さ
せ
る
ほ
か
、
健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
の
保

護
具
を
使
用
さ
せ
る
ほ
か
、
健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
の
保

持
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に

持
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
る
評
価
の
記
録
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
及
び
前
項
の
規

定
に
基
づ
く
評
価
の
結
果
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働

者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

常
時
各
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と

（
新
設
）

。
二

書
面
を
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
か
つ

（
新
設
）

、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を

設
置
す
る
こ
と
。

４

（
略
）

４

（
略
）



第
二
十
六
条
の
三
の
二

事
業
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結

（
新
設
）

果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置

を
講
じ
て
い
な
い
こ
と
又
は
当
該
措
置
を
講
じ
た
後
同
条
第
二
項
の
評
価
を

行
つ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
な
つ

て
い
な
い
も
の
を
含
み
、
第
五
項
各
号
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
を
除
く

。
）
に
つ
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
事
業
場
に

お
け
る
作
業
環
境
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る

者
（
当
該
事
業
場
に
属
さ
な
い
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
作
業

環
境
管
理
専
門
家
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
場
所
に
つ
い
て
、
施
設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
、
作
業
工
程

又
は
作
業
方
法
の
改
善
そ
の
他
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ

と
の
可
否

二

当
該
場
所
に
つ
い
て
、
前
号
に
お
い
て
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理

区
分
と
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
に
お
け
る
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
の
内
容

２

事
業
者
は
、
前
項
の
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
、
同

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
第
一
管
理
区
分
又
は
第

二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
判
断
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
、
当
該
場

所
に
つ
い
て
、
同
項
第
二
号
の
事
項
を
踏
ま
え
、
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二

管
理
区
分
と
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
効
果
を

確
認
す
る
た
め
、
同
項
の
場
所
に
つ
い
て
当
該
粉
じ
ん
の
濃
度
を
測
定
し
、

及
び
そ
の
結
果
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
、

前
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
合
又

は
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
当
該
場
所
を
第

一
管
理
区
分
若
し
く
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
困
難
と
判
断
し
た
場

合
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
場
所
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
労



働
者
の
身
体
に
装
着
す
る
試
料
採
取
器
等
を
用
い
て
行
う
測
定
そ
の
他
の

方
法
に
よ
る
測
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定

等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
粉
じ
ん
の
濃
度
を
測
定
し
、
厚
生
労
働
大
臣

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
、
労
働
者
に
有
効
な
呼

吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
（
当
該
場
所
に
お
い
て
作
業
の
一
部
を

請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用

保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保

護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。
）
。
た
だ
し
、

前
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
（
当
該
測
定
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
（
第
一

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
当
該
場
所
を
第
一
管

理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
困
難
と
判
断
し
た
場
合
に
限

る
。
）
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
）
を
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ

測
定
等
に
よ
り
実
施
し
た
場
合
は
、
当
該
測
定
を
も
つ
て
、
こ
の
号
に
お

け
る
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

前
号
の
呼
吸
用
保
護
具
（
面
体
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て

、
当
該
呼
吸
用
保
護
具
が
適
切
に
装
着
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
厚
生
労
働
大

臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年

間
保
存
す
る
こ
と
。

三

保
護
具
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち

か
ら
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
を
選
任
し
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
る
こ
と

。イ

前
二
号
及
び
次
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
に
関
す

る
事
項
（
呼
吸
用
保
護
具
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。
）
を
管
理
す
る
こ

と
。

ロ

第
一
号
及
び
次
項
第
二
号
の
呼
吸
用
保
護
具
を
常
時
有
効
か
つ
清
潔

に
保
持
す
る
こ
と
。

四

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
作
業
環
境
管
理
専
門
家
の
意
見
の
概
要
、
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
及
び
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
評
価
の
結

果
を
、
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働
者

に
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

５

事
業
者
は
、
前
項
の
措
置
を
講
ず
べ
き
場
所
に
つ
い
て
、
第
一
管
理
区
分



又
は
第
二
管
理
区
分
と
評
価
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
に
よ

り
粉
じ
ん
の
濃
度
を
測
定
し
、
前
項
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
結
果
に
応
じ
て
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る

こ
と
。

二

前
号
の
呼
吸
用
保
護
具
（
面
体
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
さ

せ
る
と
き
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
当
該
呼
吸
用
保
護
具

が
適
切
に
装
着
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
項
第
二
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り

確
認
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

三

当
該
場
所
に
お
い
て
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
第
一
号
の
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す

る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

６

事
業
者
は
、
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
（
同
号
た
だ
し
書
の
測

定
を
含
む
。
）
又
は
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
と
き
は
、

そ
の
都
度
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
七
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

測
定
日
時

二

測
定
方
法

三

測
定
箇
所

四

測
定
条
件

五

測
定
結
果

六

測
定
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

七

測
定
結
果
に
応
じ
た
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
た
と
き
は
、

当
該
呼
吸
用
保
護
具
の
概
要

７

事
業
者
は
、
第
四
項
の
措
置
を
講
ず
べ
き
場
所
に
係
る
前
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
評
価
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の

事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
七
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

評
価
日
時

二

評
価
箇
所

三

評
価
結
果



四

評
価
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

第
二
十
六
条
の
三
の
三

事
業
者
は
、
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講

（
新
設
）

じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
第
三
管
理
区
分
措
置
状
況
届
（
様
式
第
五
号
）

を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条
の
四

（
略
）

第
二
十
六
条
の
四

（
略
）

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
者
は
、
同
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、

（
新
設
）

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
記
録
及
び
前
項
の
規
定
に

基
づ
き
講
ず
る
措
置
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働
者
に

周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

常
時
各
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と

。
二

書
面
を
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
か
つ

、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を

設
置
す
る
こ
と
。



様
式
第
四
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



様式第５号（第 26 条の３の３関係）（表面） 

第三管理区分措置状況届 

事 業 の 種 類  

事 業 場 の 名 称  

事 業 場 の 所 在 地 

郵便番号（     ） 

 

電話  （   )    

労 働 者 数                           人 

第三管理区分に区分さ

れ た 場 所 に お け る

特定粉じん作業の内容 

 

作業環境管理専門家の

意 見 概 要 

所属事業場名  

氏 名  

作業環境管理 

専門家から意見

を聴取した日 

年   月   日 

意 見 概 要 

第一管理区分又は第二管理 

区分とすることの可否 
可 ・ 否 

可の場合、必要な措置の概要 

呼吸用保護具等の状況 有効な呼吸用保護具の使用           有 ・ 無 

保護具着用管理責任者の選任          有 ・ 無 

作業環境管理専門家意見等の労働者への周知   有 ・ 無 

    年  月  日 

事業者職氏名            

   労働基準監督署長殿  



様式第５号（第 26 条の３の３関係）（裏面） 

備考 

１ 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

２ 次に掲げる書面を添付すること。 

①意見を聴取した作業環境管理専門家が、粉じん障害防止規則第 26 条の３の２第１項に

規定する事業場における作業環境の管理について必要な能力を有する者であることを

証する書面の写し 

②作業環境管理専門家から聴取した意見の内容を明らかにする書面 

③この届出に係る作業環境測定の結果及びその結果に基づく評価の記録の写し 

④粉じん障害防止規則第26条の３の２第４項第１号に規定する個人サンプリング測定等

の結果の記録の写し 

⑤粉じん障害防止規則第26条の３の２第４項第２号に規定する呼吸用保護具が適切に装

着されていることを確認した結果の記録の写し 

 



（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に

改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
健
康
診
断
）

（
健
康
診
断
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
健
康
診
断
（
定
期
の
も
の
に
限
る
。
）
は
、
前
回
の
健
康
診
断
に

２

前
項
の
健
康
診
断
（
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
行
う
も
の
に
限
る

お
い
て
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
健
康
診
断
を
受

。
）
は
、
前
回
の
健
康
診
断
に
お
い
て
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る

け
た
者
に
つ
い
て
は
、
医
師
が
必
要
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規

項
目
に
つ
い
て
健
康
診
断
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
医
師
が
必
要
で
な
い

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
項
目
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
項
目
を
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

第
一
項
の
業
務
に
つ
い
て
、
直
近
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
健
康
診
断
の

（
新
設
）

実
施
後
に
作
業
方
法
を
変
更
（
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
し
て
い
な
い
と
き

は
、
当
該
業
務
に
係
る
直
近
の
連
続
し
た
三
回
の
同
項
の
健
康
診
断
の
結
果

（
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
項
目
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
、
新
た
に

当
該
業
務
に
係
る
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
る
異
常
所
見
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な

か
つ
た
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
健
康
診
断
（
定
期
の
も
の
に
限
る

。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に

、
行
え
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。



（
石
綿
障
害
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保

護
具
を
使
用
さ
せ
る
ほ
か
、
健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
の
保

護
具
を
使
用
さ
せ
る
ほ
か
、
健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
の
保

持
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に

持
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
る
評
価
の
記
録
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
及
び
前
項
の
規

定
に
基
づ
く
評
価
の
結
果
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
っ
て
労
働

者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

常
時
各
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と

（
新
設
）

。
二

書
面
を
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
か
つ

（
新
設
）

、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を

設
置
す
る
こ
と
。

４

（
略
）

４

（
略
）

第
三
十
九
条

（
略
）

第
三
十
九
条

（
略
）

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
者
は
、
同
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、

（
新
設
）

第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
記
録
及
び
前
項
の
規
定
に
基
づ

き
講
ず
る
措
置
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
っ
て
労
働
者
に
周
知

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

常
時
各
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と

。
二

書
面
を
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
か
つ

、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を



設
置
す
る
こ
と
。



（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報

通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改

正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

表
一

表
一

（
略
）

（
略
）

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭

（
略
）

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭

（
略
）

和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

第
二
十
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

第
二
十
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

三
十
二
号
）

記
録
の
保
存

三
十
二
号
）

記
録
の
保
存

第
三
十
四
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
記
録
の
保
存

（
略
）

（
略
）

第
五
百
七
十
五
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定

第
五
百
七
十
五
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
記
録
の
保
存

に
よ
る
記
録
の
保
存

第
五
百
七
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
記
録
の
保
存

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

表
二
～
表
四

（
略
）

表
二
～
表
四

（
略
）

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

労
働
安
全
衛
生
規
則

（
略
）

労
働
安
全
衛
生
規
則

（
略
）

第
二
十
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

第
二
十
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

記
録

記
録

第
三
十
四
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
記
録
の
作
成

（
略
）

（
略
）

第
五
百
七
十
五
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定

第
五
百
七
十
五
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
記
録

に
よ
る
記
録



第
五
百
七
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
記
録
の
作
成

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



第
十
五
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報

通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

表
一

表
一

（
略
）

（
略
）

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭

（
略
）

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭

（
略
）

和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

第
三
十
四
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に

和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

第
三
十
四
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に

三
十
二
号
）

よ
る
記
録
の
保
存

三
十
二
号
）

よ
る
記
録
の
保
存

第
三
十
四
条
の
二
の
十
第
六
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
記
録
の
保
存

（
略
）

（
略
）

第
五
百
七
十
五
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定

第
五
百
七
十
五
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
記
録
の
保
存

に
よ
る
記
録
の
保
存

第
五
百
七
十
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康

診
断
個
人
票
の
保
存

第
五
百
七
十
七
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定

第
五
百
七
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

に
よ
る
記
録
の
保
存

よ
る
記
録
の
保
存

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則

（
略
）

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則

（
略
）

（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省

第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
（
特
定
化
学
物

（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省

第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
（
特
定
化
学
物

令
第
三
十
六
号
）

質
障
害
予
防
規
則
第
三
十
六
条
の
五
に
お

令
第
三
十
六
号
）

質
障
害
予
防
規
則
第
三
十
六
条
の
五
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
記
録
の
保
存

に
よ
る
記
録
の
保
存

第
二
十
八
条
の
三
の
二
第
四
項
第
二
号
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存

第
二
十
八
条
の
三
の
二
第
五
項
第
二
号
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存



第
二
十
八
条
の
三
の
二
第
六
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
記
録
の
保
存

第
二
十
八
条
の
三
の
二
第
七
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
記
録
の
保
存

（
略
）

（
略
）

鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和

（
略
）

鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和

（
略
）

四
十
七
年
労
働
省
令
第
三

第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
に
よ
る
記
録
の

四
十
七
年
労
働
省
令
第
三

第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
に
よ
る
記
録
の

十
七
号
）

保
存

十
七
号
）

保
存

第
五
十
二
条
の
三
の
二
第
四
項
第
二
号
に

（
新
設
）

よ
る
記
録
の
保
存

第
五
十
二
条
の
三
の
二
第
五
項
第
二
号
に

（
新
設
）

よ
る
記
録
の
保
存

第
五
十
二
条
の
三
の
二
第
六
項
に
よ
る
記

（
新
設
）

録
の
保
存

第
五
十
二
条
の
三
の
二
第
七
項
に
よ
る
記

（
新
設
）

録
の
保
存

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防

（
略
）

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防

（
略
）

規
則

第
三
十
六
条
第
三
項
（
第
三
十
六
条
の
三

規
則

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
記
録

の
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

の
保
存

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存

（
略
）

（
略
）

第
三
十
六
条
の
二
第
三
項
（
第
三
十
六
条

第
三
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

の
三
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

記
録
の
保
存

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保

存第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
四
項
第
二
号
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存

第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
五
項
第
二
号
の

（
新
設
）



規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存

第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
六
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
記
録
の
保
存

第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
八
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
記
録
の
保
存

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
（

（
略
）

粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
（

（
略
）

昭
和
五
十
四
年
労
働
省
令

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

昭
和
五
十
四
年
労
働
省
令

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

第
十
八
号
）

記
録
の
保
存

第
十
八
号
）

記
録
の
保
存

第
二
十
六
条
の
三
の
二
第
四
項
第
二
号
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存

第
二
十
六
条
の
三
の
二
第
五
項
第
二
号
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存

第
二
十
六
条
の
三
の
二
第
六
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
記
録
の
保
存

第
二
十
六
条
の
三
の
二
第
七
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
記
録
の
保
存

（
略
）

（
略
）

表
二
～
表
四

（
略
）

表
二
～
表
四

（
略
）

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

労
働
安
全
衛
生
規
則

（
略
）

労
働
安
全
衛
生
規
則

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に

第
三
十
四
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
記
録

よ
る
記
録

第
三
十
四
条
の
二
の
十
第
六
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
記
録
の
作
成

（
略
）

（
略
）

第
五
百
七
十
五
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定

第
五
百
七
十
五
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
記
録

に
よ
る
記
録



第
五
百
七
十
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康

診
断
個
人
票
の
作
成

第
五
百
七
十
七
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定

第
五
百
七
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

に
よ
る
記
録
の
作
成

よ
る
記
録
の
作
成

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則

（
略
）

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則

（
略
）

第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
（
特
定
化
学
物

第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
（
特
定
化
学
物

質
障
害
予
防
規
則
第
三
十
六
条
の
五
に
お

質
障
害
予
防
規
則
第
三
十
六
条
の
五
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
記
録

に
よ
る
記
録

第
二
十
八
条
の
三
の
二
第
四
項
第
二
号
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
記
録

第
二
十
八
条
の
三
の
二
第
五
項
第
二
号
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
記
録

第
二
十
八
条
の
三
の
二
第
六
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
記
録

第
二
十
八
条
の
三
の
二
第
七
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
記
録

（
略
）

（
略
）

鉛
中
毒
予
防
規
則

（
略
）

鉛
中
毒
予
防
規
則

（
略
）

第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

記
録

記
録

第
五
十
二
条
の
三
の
二
第
四
項
第
二
号
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
記
録

第
五
十
二
条
の
三
の
二
第
五
項
第
二
号
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
記
録

第
五
十
二
条
の
三
の
二
第
六
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
記
録

第
五
十
二
条
の
三
の
二
第
七
項
の
規
定
に

（
新
設
）



よ
る
記
録

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防

（
略
）

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防

（
略
）

規
則

第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

規
則

第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

記
録

記
録

第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
四
項
第
二
号
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
記
録

第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
五
項
第
二
号
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
記
録

第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
六
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
記
録

第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
八
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
記
録

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則

（
略
）

粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則

（
略
）

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

記
録

記
録

第
二
十
六
条
の
三
の
二
第
四
項
第
二
号
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
記
録

第
二
十
六
条
の
三
の
二
第
五
項
第
二
号
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
記
録

第
二
十
六
条
の
三
の
二
第
六
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
記
録

第
二
十
六
条
の
三
の
二
第
七
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
記
録

（
略
）

（
略
）



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定

令
和
五
年
四
月
一
日

二

第
三
条
、
第
五
条
、
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定

令
和
六
年
四
月
一

日
（
型
式
検
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
二
十
九
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
防
毒
マ
ス
ク
（
労

働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
十
二
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
し
て

い
る
こ
と
を
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
登
録
型
式
検
定
機
関
が
認
め
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の

省
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
も
の
は
、
令
和
九
年
五
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
同
項
の
型
式
検
定
に
合
格

し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式

第
十
号
の
申
請
書
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式
第
十
号
の
申
請
書
と
み
な
す
。



第
四
条

こ
の
省
令
（
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
（
第
四
条
及
び
第
八
条
に
限
る

。
）
。
以
下
同
じ
。
）
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分

の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。


